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はじめに 

 

淵野辺駅南口周辺は、図書館、まちづくりセンター、公民館、都市公園などの公共施設が集積

し、また、複数の大学のキャンパスや国の研究施設などの文教施設が多く立地しているという

特色に加え、「地域拠点」として、交通利便性を生かすとともに、利便性の高い日常生活を営む

ための商業・サービスなどの都市機能を維持・誘導し、地域と一体となった拠点の形成を目指

している地域です。 

淵野辺駅南口周辺の公共施設は、駅に近接していることもあり、非常に多くの方に利用され

ていますが、図書館をはじめとする公共施設の多くは、昭和５０年前後に建設しているため、

老朽化が進行しています。 

こうした課題に対して、これまで地域住民や地域団体の代表者で構成される大野北地区まち

づくり会議や大野北地区まちづくり懇談会の場で多くの意見をいただいたことを踏まえ、平成

２９年１２月に「淵野辺駅南口周辺公共施設再整備・地域活性化基本計画(案)」(以下「Ｈ２９

基本計画案」という。)を公表し、パブリックコメントを実施しました。 

パブリックコメントでは、「近隣住民と各分野の専門家と一緒に計画を作ってほしい」、「施

設の設置場所などの様々な案を予算や経費とともに提示すべき」など、９１４件の意見をいた

だきました。パブリックコメントの結果を踏まえ、新たな検討組織として、次世代に引き継ぐ

淵野辺駅南口周辺のまちづくり市民検討会(以下「市民検討会」という。)及び同有識者協議会

を立ち上げ、当初の事業手法以外にも、複数のパターンについて、利用者の利便性向上、財政負

担などの視点から検証し、最も効果的な事業手法を検討することとしました。 

一方、本市の長期的な財政収支の見通しや今後の人口動態等を踏まえると、行財政運営の構

造を抜本的に改革する必要があるため、令和３年４月に「相模原市行財政構造改革プラン」を

策定しました。同プランの中で、本事業は、民間活力やストック資産の活用などにより改修・更

新費用を確保しつつ、市民検討会の検討結果を踏まえ、市として実現可能な取組を進めていく

べき事業と位置付けています。 

 

この度、平成３１年３月から２５回にわたり開催した市民検討会の検討結果を踏まえ、次世

代に引き継ぐ淵野辺駅南口周辺のまちづくりを進めるため、Ｈ２９基本計画案の内容を見直し

し、「次世代に引き継ぐ淵野辺駅南口周辺のまちづくりビジョン～鹿沼公園・公共施設再整備

に向けて～」(以下「ビジョン」という。)を新たに策定します。 

本ビジョンに基づき、鹿沼公園と図書館敷地を一体的に利用し、淵野辺駅南口周辺地域に分

散している公共施設の集約・複合化による再整備及び鹿沼公園のリニューアルを行うとともに、

民間の知識やノウハウを活用し、サービスの向上や財政負担の軽減を図ります。また、公共施

設の再整備後に発生する跡地等(駅前市有地)の有効活用について、駅前自転車駐車場の再整備

に伴う活用検討を含め、売却や貸付け等を行うことによる地域の活性化や本事業を実施してい

くための財源確保に取り組んでいきます。 
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第１章 ビジョン策定の基本的な考え方及び位置付け 

 

１－１ ビジョン策定の基本的な考え方 
 

本ビジョンは、淵野辺駅南口周辺における公共施設の再整備及び持続可能なまちづくりに向

けた取組の方向性を示したものです。主に、次の３点を策定に当たっての基本的な考え方とし

ています。 

(１)市民意見を踏まえたビジョン策定 

淵野辺駅南口周辺のまちづくりについては、次世代に引き継がれる持続可能な地区としての

発展を見据え、これまで地域住民や地域団体の代表者で構成される大野北地区まちづくり会議

や大野北地区まちづくり懇談会の場で、多くの意見をいただいたほか、市民検討会及び有識者

協議会において、様々な議論を積み重ねてきました。こうした経過を踏まえ、Ｈ２９基本計画

案の内容を見直しし、次世代に引き継ぐ淵野辺駅南口周辺のまちづくりを進めるための新たな

ビジョンとして、第２章から第６章までの内容に反映しました。 

(２)民間提案の活用 

 本ビジョンでは、イメージ図に記載した取組について、基本的な方向性を定めます。本ビジ

ョン策定後には、民間事業者との対話等を行い、より魅力的、効果的、効率的なアイデアについ

ては、柔軟に取り入れながら、取組内容の具体化を図ります。 

(３)将来にわたる市の財政負担の軽減 

 公共施設の再整備後に発生する跡地等(駅前市有地)について、売却や貸付け等の手法により

活用することや、施設の整備・運営における民間活力の導入により、費用負担を極力少なくし、

将来の財政負担の軽減を図ります。 

＜本ビジョンのイメージ図＞ 
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１－２ ビジョンの位置付けと関連計画の概要 
 

本ビジョンは、「相模原市総合計画」を上位計画とし、同計画に示す将来像である「潤いと活

力に満ち 笑顔と希望があふれるまち さがみはら」の実現を目指し、「相模原市都市計画マ

スタープラン」、「相模原市パークマネジメントプラン」、「第２次相模原市図書館基本計画」、

「公共施設の保全・利活用基本指針」等の関連計画との整合を図っています。 

 

＜本ビジョンの位置付け＞  
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(１)相模原市総合計画(令和２年３月策定) 

ア 基本構想 

本市の目指す将来像として「潤いと活力に満ち 笑顔と希望があふれるまち さがみは

ら」と定めています。 

イ 基本計画 

本ビジョンに関連する主な施策は以下のとおりです。 

施策２ 子ども・若者の育成支援 

施策５ 生涯学習・社会教育の振興 

施策６ 地域福祉の推進 

施策１２ 多文化共生の推進と世界平和の尊重 

施策１４ 災害対策の推進 

施策１９ 魅力的な景観の形成 

施策２０ 都市機能の維持・充実と計画的な土地利用の推進 

施策２２ 安心して移動できる地域交通の形成 

施策３１ スポーツの推進とスポーツを通じた活力あふれるまちづくりの実現 

施策３３ 温室効果ガスの削減と気候変動への適応 

施策４１ 公園や身近な自然の適正な管理・利活用と都市緑化の推進 

施策４２ 多様な主体との連携・協働によるまちづくりの推進 

施策４４ 効率的な行政サービスの提供 

施策４６ 公共施設マネジメントの取組の推進 

 

(２)相模原市行財政構造改革プラン(令和３年４月策定) 

淵野辺駅南口周辺まちづくり事業については、次のとおり位置付けられています。 

【方向性：維持／手法：複合化】 

【取組内容】 

 淵野辺駅南口周辺の公共施設の再編・再整備について、民間活力やストック資産の有効活用

(売却・貸付け等)などにより、改修・更新費用を確保しつつ、市民検討会の検討結果を踏まえ

た取組を実施します。 

【検討対象候補施設】 

 市立図書館、大野北まちづくりセンター、大野北公民館、あさひ児童館、青少年学習センタ

ー、さがみはら国際交流ラウンジ、鹿沼公園、淵野辺駅南口第１・第２自転車駐車場 ほか 

【見直し効果額】 

見直し効果額１０．５億円 

※ 集約・複合化により発生した土地の売却・貸付け等による収入(公民館敷地相当の売却

益)及び複合化による管理運営費用の１０％削減(２年分) 
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※ この他の見直し効果額については、青少年学習センター、さがみはら国際交流ラウンジ

の賃借料等として、０．４億円の削減（令和８年度以降の賃借料１００％及びその他の経

費の１０％を削減）を見込んでいるもの。 

(３)相模原市都市計画マスタープラン(令和２年３月策定) 

ア 中央区の都市づくりの方針 

(ア)土地利用の方針 

淵野辺駅周辺では、利便性向上のため、公共施設の整備の検討を進めるとともに、商業機

能の集積を生かしながら、にぎわいのある市街地の形成を図ります。 

(イ)環境と共生する都市づくりの方針 

鹿沼公園は、周辺に立地する公共施設と連携しながら、市民参画による多角的な利用など、

淵野辺駅周辺の立地を生かした更なる公園の利活用を進めます。 

イ 立地適正化計画(令和２年３月策定) 

人口減少と超高齢化が進む中で、施設や居住を強制的に短期間で移転させる趣旨ではなく、

長期的な視点の下、国の施策等を活用して都市機能や居住を一定のエリアに誘導することで、

持続可能なまちづくりを目指します。 

(４)相模原市パークマネジメントプラン(平成２９年３月策定) 

【パークマネジメントプランの基本目標】 

〇基本目標１ 安全で安心な暮らしづくりに貢献します 

公園の遊具や樹木等の施設を適正に管理し、安全に保つとともに、利用者がルールを守り、

平等に利用できる公園づくりを目指します。また公園の防災機能を高めるとともに、公園を活

用して防災への意識を高めます。 

〇基本目標２ 人と地域をはぐくみます 

市民や地域団体、学校、民間事業者等の多様な主体が公園を利活用し、にぎわいの場の創出

等に取り組むとともに、活動を通じてコミュニティの醸成を図ります。 

〇基本目標３ 都市にやすらぎと潤いをもたらします 

 みどり豊かな潤いある空間を創造するとともに、少子高齢化等の社会情勢の変化により多様

化するニーズに応えるため、公園施設の適正な配置や、公園の機能分担等により、魅力的な公

園づくりを推進します。 

(５)第２次相模原市図書館基本計画(令和２年３月策定) 

【基本目標４ 施策の方向① 中央図書館機能の確立・充実】 

市立図書館において、中央図書館機能を確立・充実し、時代の変化を見据えた図書館施策の

企画・推進を図ります。また、中央図書館として相応しい資料の収集や専門的な人材の確保・

育成を図ることにより、高度で専門的なニーズへの対応や、地域図書館・公民館等図書室への

支援を行います。 
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現施設において実現可能な中央図書館機能の充実に取り組むとともに、施設面に関わる機能

について検討を進め、再整備に合わせ、中央図書館への移行を目指していきます。 

(６)公共施設の保全・利活用基本指針(平成２５年１０月策定) 

【公共施設マネジメントの基本方針】 

○方針１：サービス・機能の必要性に応じたサービス提供の適正化 

⇒サービス提供を市が主体となって実施する必要性を見極め、サービス提供を将来にわたり

継続することの妥当性を検討し、適正化を図ります。 

○方針２：サービス提供に利用する施設(建物)の適正化 

⇒施設の機能面を重視した多機能化・複合化を進めることにより、サービス水準を維持しな

がら、施設総量の削減を図ります。 

○方針４：民間委託等の適切な手法を活用した、効率的・効果的な管理運営 

⇒多様な選択肢から最も効率的・効果的にサービスを提供できる主体や手法を適用します。 

○方針６：市民の便益向上や収益確保を図るための未利用資産の活用 

⇒未利用の土地や建物について、市以外の主体が活用することにより、市民に新たな便益を

提供したり、賃貸や売却など、資産として運用し、収益の確保を図るなど有効活用を図り

ます。 

(７)相模原市公共施設マネジメント推進プラン(平成２９年３月策定) 

ア 施設配置の方向性 

大野北地区は、交通利便性の高い淵野辺駅周辺を中心に、教育や生涯学習、交流機能を有

する施設が集積し、都市のにぎわいあふれる地区です。 

今後は、文教地区としての特徴を生かし、より魅力あるまちづくりを進めていくため、各

期において、積極的に更新の目安となる時期を迎える施設の複合化や多機能化を検討するほ

か、規模の大きい施設については、大規模改修の段階においても、周辺施設との複合化等に

向けて検討します。 

イ アクションプログラム(令和４年８月策定)における第２期の考え方及び実施内容 

【考 え 方】淵野辺駅南口周辺の公共施設の再編・再整備を検討します。 

【実施内容】相模原市行財政構造改革プランにおける淵野辺駅南口周辺まちづくり事業の 

記載内容のとおり。 

(８)相模原市一般公共建築物長寿命化計画(令和２年３月策定) 

【改修・更新の考え方】 

計画的保全建築物については、予防保全の考え方を基に、原則として建築後おおむね２０年

及び６０年で中規模改修工事を、おおむね４０年で長寿命化改修工事をそれぞれ実施し、計画

的に改修工事を実施します。 
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建築後４０年以上経過した建築物については、あらかじめ施設の在り方及び方向性を検討し

た上で、単独の施設で長寿命化改修又は再編・再整備(集約・複合化又は転用をいう。)の手法を

決定し、工事を実施します。 

(９)相模原市ＰＰＰ(公民連携)活用指針(平成２６年１２月策定) 

【ＰＰＰ活用指針の基本的な考え方】 

○民間が担うことができるものは、民間に委ねる 

○従来の枠組みを超えた新たな発想により、事業の実施手法を見直す 

○最少経費で最大効果のサービスの実現を目指す 

(１０)持続可能な開発目標(SDGs)との関係 

持続可能な開発目標(SDGs)は、平成２７年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開

発のための２０３０アジェンダ」にて記載された平成２８年から令和１２年までの国際目標で

す。持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現するための１７のゴール(目標)から構成され、

地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。 

１７のゴールには、より問題点を具体化するための１６９のターゲットが紐づけられており、

これらゴールやターゲットは相互に独立しているものではないことから、単なるチェック項目

ではなく統合的な枠組みの中で取り組むことが重要となります。 

具体的な目標として、目標４では「すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、

生涯学習の機会を促進する」ことなど、生涯にわたって学び生かす学習提供の機会に関する目

標が記載されています。また、目標１１では「都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持

続可能にする」ことなど、持続可能なまちづくりに関する目標が記載されています。さらに、目

標１７では「持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活

性化する」ことなど、多様な主体との連携・協働によるまちづくりの推進に関する目標が記載

されています。 

本ビジョンで定める内容は、これらの目標以外にも、目標３、目標５、目標６、目標７、目標

８、目標９、目標１０、目標１３、目標１５、目標１６にも関係しており、SDGs と密接な関わ

りがあります(下図赤枠は本ビジョンと関連の深いゴール)。 
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１－３ 淵野辺駅南口周辺の現状と課題  

(１)まち(地域全体)の現状と課題 

ア 人口の状況 

大野北地区は、市内２２地区の中でも３番目に人口の多い、約６万人を抱える地区であり、

複数の大学のキャンパスが設置されていることや、近年、周辺でマンション建設が集中し、

若い世帯が転入してきていることから、生産年齢人口の比率が、本市全体と比較して高い傾

向にあり、ポテンシャルの高い地区と言えます。しかし、市全体の傾向と同じく、将来的に

は、少子高齢化が進み、人口が減少することが推計されています。 

 

【市全体の将来人口推計結果】       【大野北地区の将来人口推計結果】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(出典：2015 年国勢調査に基づく相模原市の将来人口推計)  

イ 土地利用の状況 

淵野辺駅南口周辺については、都市計画上、用途地域として近隣商業地域及び第二種住居

地域に指定し、商業系の土地利用を可能とするため、建物の延べ床面積の基準となる容積率

を比較的高く設定しており、近隣住民の日常生活のために必要な商業地としての発展や良好

な住環境の形成を目指している地域です。 

淵野辺駅南口周辺は、相模原市都市計画マスタープランやさがみはら産業振興ビジョン２

０２５において地区中心商業地の一部として位置付け、「銀河をかけるまち・ふちのべ」を

テーマにまちづくりが進められており、また、平成５年から淵野辺地区南口街区まちづくり

協定※が締結され、商業地形成事業※の区域にも指定されています。 

しかし、淵野辺駅南口周辺の実際の土地利用の状況は、住居系の土地利用が多く、淵野辺

駅南口を含む鹿沼台１丁目における商業用地としての土地利用率は、約１０％にとどまって

います。また、淵野辺駅南口の周辺は、公共施設が多く設置されており、鹿沼台１丁目にお

ける公共用地の比率は、道路用地を含めると約３０％となっています。 

 

 

 

 

 

※ 淵野辺地区南口街区まちづくり協定：「銀河をかけるまち・ふちのべ」をまちづくりのテーマに、建築物の商業 

利用、統一感のある壁面のデザイン、まち並み環境の維持・管理などの 

協定事項を定めています。 

※ 商業地形成事業: 本事業の目指す商業地機能を「中心商業地」、「地区中心商業地」、「近隣商業地」に分類し、 

その機能に適合する商業地形成を進める取組。淵野辺地区は、「地区中心商業地」（居住地 

近隣の商業地に比べ、買い回り機能を高めた商業地）に該当しています。 
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近隣商業地域

建ぺい率 ８０％

容積率 ３００％

第二種住居地域

建ぺい率 ６０％

容積率 ２００％

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ウ 駅利用者の状況 

淵野辺駅は、その立地条件と路線バスのターミナルとなっていることから、１日当たり約

７．６万人の乗降客が利用する市内で３番目に鉄道利用者数の多い駅です。 

また、淵野辺駅南口からは１日合計１５０本以上の６系統の路線バスが発着しており、市

内で４番目にバス利用者数の多い駅です。 

淵野辺駅南口への自転車によるアクセス傾向を推計すると、駅へ向かう方の大半が都市計

画道路相模原駅共和線(駅前の東西の道路)よりも南からアクセスしている状況が確認できま

す。 

複数の交通手段をつなぐ淵野辺駅南口の駅前広場や自転車駐車場等の駅前空間は、地域の

人の活動・移動を支える交通の結節点となっていますが、駅前での交通量が増える早朝の時

間帯には、歩行者と自転車が錯綜する状態もあり、安全で快適な通行環境が求められていま

す。 

 

  

 

・建ぺい率：敷地面積に対する建築物

の建築面積の上限割合 

 

・容積率：敷地面積に対する建築物の

延べ床面積の上限割合 

＜都市計画総括図 抜粋＞ 

＜淵野辺駅南口自転車駐車場へのアクセス傾向＞   

(平成３０年パーソントリップ調査結果から推計) 
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エ まち(地域全体)の課題 

現在の鹿沼公園をはじめとした緑豊かな環境や、図書館など文教施設が多く集まる淵野辺

駅南口の特色を生かしながら、さらに利便性の高いエリアとして、駅前にふさわしい土地利

用を図る必要があります。 

市内で３番目の乗降客数である淵野辺駅の利用者が立ち止まって、買い物をする、遊ぶ、

休憩するスポットを設けることで商業的なニーズが高まり、まちに回遊性が生まれ、にぎわ

いがもたらされることが期待されます。 

今後は、淵野辺駅南口周辺の公共施設や公園、商店街、大学などの地域の特徴を生かし、

多様な世代の方たちが将来にわたって住み続けたくなるような魅力的なまちづくりを行い、

次世代に引き継がれる持続可能な地区としての発展を図る必要があります。 
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(２)鹿沼公園の現状と課題 

鹿沼公園は、淵野辺駅南口から約２００ｍに位置し、昭和４５年に供用開始した、市内に３

箇所ある地区公園の一つです。整備前の鹿沼公園周辺は、その名のとおり「沼地」で、公園整備

に当たっては、その沼のイメージを生かして白鳥池を整備しました。ひょうたん型の白鳥池は、

市の史跡にも指定され、巨人「でいらぼっち」の足跡という伝承とともに、桜の時期の見事な風

景は地域住民に親しまれています。 

鹿沼公園には、白鳥池のほかにも、子どもたちが遊びながら交通ルールを学ぶ児童交通公園

や、蒸気機関車(Ｄ５２)が展示されており、休日には多くの来園者でにぎわっています。また、

軟式野球場やテニス場のスポーツ施設を併設しています。 

しかし、整備から５０年以上が経過した鹿沼公園の施設は、老朽化が進行し、特に遊具や児

童交通公園の舗装、柵等の老朽化が目立ち、課題となっています。 

鹿沼公園のシンボルでもある白鳥池は、多様な生物の生息地にもなっていますが、土砂等の

堆積や水質の汚濁が進行し、池としての魅力が減少しています。 

また、樹木については、緑豊かな景観を織りなしていますが、整備から長期間経過したこと

により巨木化及び老木化が進み、枝の落下や見通しの悪化などの課題が生じています。 

さらに、自転車での通り抜けや公園利用者以外の駐車場の不適切利用なども課題となってい

ます。 

 

 鹿沼公園の維持管理に要する経費の推移(単位：千円)  

施  設  名 Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R3 主な内容 

鹿沼公園 19,234 17,851 18,292 17,175 18,688 

・修繕費 

・樹木剪定等委託料  

※ この表は通常の維持管理・剪定費用のみです。遊具の更新、樹木の大規模な生育状況改善、

池の浚渫等の費用は含んでいません。 
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(３)公共施設の現状と課題 

淵野辺駅南口周辺の公共施設の多くは、駅に近接していることもあり、総じて利用者が多い

状況ですが、築４０年以上が経過しており、各施設の機能については、新たなニーズへの対応

ができていない状況であるとともに、施設設備等の不具合が断続的に発生し、施設修繕費用も

累積するなど、施設の改修・更新を考えなければならない時期を迎えています。 

 

 

また、施設の管理・運営においては、青少年学習センターやさがみはら国際交流ラウンジな

ど、土地や建物を賃借している施設があり、これらの費用負担が課題となっています。 

こうした状況を踏まえ、公共施設マネジメントの基本方針に基づき、各施設におけるサービ

スや機能の見直しを検討した上で、複合化等による建物規模の適正化を図るとともに、民間活

力やストック資産の有効活用(売却、貸付け等)などにより、改修・更新費用を確保しながら、

将来にわたり必要な公共施設を維持していく必要があります。 

  

青少年学習センター 
（S44 整備） 

さがみはら 
国際交流ラウンジ 

市立図書館 
視聴覚ライブラリー 
（S49 整備） 

あさひ児童館 
（H25 整備） 

大野北公民館 
大野北まちづくりセンター
（S53 整備） 

自転車駐車場 
（S54・H2 整備） 
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 各施設の主な課題 

図書館 

施設・設備の老朽化、図書館資料収容スペースの充実、情報通信技術の活用に

よる利便性の向上、図書館サービスの認知度向上(レファレンスサービス等)、

誰もが居心地の良い環境の整備(滞在型利用ニーズへの対応)、視聴覚ライブラ

リーとの資料及び提供サービス一体化の推進 

大野北公民館 
施設・設備の老朽化、高い稼働率を踏まえた諸室の確保、利用者の高齢化・固

定化 

大野北まちづくり

センター 
施設・設備の老朽化、窓口スペースの確保 

青少年学習センタ

ー 
施設・設備の老朽化、多様化する活動に応じた諸室の確保、借地料 

さがみはら国際交

流ラウンジ 
認知度の向上、国籍を問わず市民が集う事業スペースの確保、賃料 

あさひ児童館 子どもの居場所としての環境の充実(外遊びの場の確保等) 

自転車駐車場 施設・設備の老朽化、子育て世代や高齢者の駐車ニーズへの対応 

 

 建物の概要 

施  設  名 
建設 
年度 

更新 
目安 

主要構造 耐震 延べ床面積 敷地面積 

図書館 S49 3 期 
RC 造 

地上 2 階 
地下 1 階 

不要 4,111.5 ㎡ 5,198 ㎡ 

大野北公民館 

S52 3 期 
RC 造 

地上 3 階 
不要 

1,447.73 ㎡ 

3,227 ㎡ 

大野北まちづくりセンター 282.69 ㎡ 

青少年学習センター S44 2 期 
RC 造 

地上 3 階 
済 1,690.01 ㎡ 4,506 ㎡ 

さがみはら国際交流ラウンジ H2 － － － 176.5 ㎡ － 

あさひ児童館 H25 － 
軽量鉄骨造 

地上 1 階 
新耐 175.85 ㎡ 378 ㎡ 

淵野辺駅南口第１自転車駐車場 S54 3 期 
軽量鉄骨造 

地上 2 階 
不要 2,186.75 ㎡ 

2,742 ㎡ 

淵野辺駅南口第２自転車駐車場 H2 － 
鉄骨造 

地上 2 階 
新耐 1,422.82 ㎡ 

・更新目安：公共施設マネジメント推進プランでの更新の目安となる時期が到来する期間区分です。 

(第 2 期：令和２年度～令和１１年度、第 3 期：令和１２年度～令和２３年度) 

・耐震：旧耐震基準の施設(済：耐震改修済、不要：耐震改修不要(強度有))です。 

新耐震基準の施設(新耐：新耐震基準)です。 
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 施設維持補修費の推移   (単位：千円) 

施  設  名 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 主な修繕内容 

図書館 4,240 816 8,640 3,041 1,307 

・非常放送設備更新修繕
(R1) 
・屋内消火栓ポンプ更新
修繕(R1) 
・ファンコイルドレン管修
繕(R2) 

大野北まちづくり     
センター・ 
大野北公民館 

8,981 7,178 7,445 5,403 60,484 

・塗装劣化部分落下防止
ネット設置修繕(H29) 
・防火シャッター修繕
(R1) 
・空調設備個別化修繕
(R3) 

青少年学習センター 2,032 3,359 1,224 3,401 2,967 

・出入口周辺ネット設置修
繕(H30) 

・空調機基盤交換修繕
(R1) 

淵野辺駅南口第１自転車駐
車場 

－ － 669 135 － 

・ゲート式システムモータ
ー交換修繕(R1) 
・ゲート式システム附属一
時利用発券機修繕(R2) 

淵野辺駅南口第２自転車駐
車場 

－ 211 473 － － ・ラック修繕(H30・R1) 

合計 15,253 11,564 18,451 11,980 64,758 
 
 

 

 施設利用者数の推移   (単位：万人)  

施設名 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 

図書館 54.6 53.5 47.8 34.4 41.2 

大野北公民館 11.6 8.6 7.5 2.3 3.8 

大野北まちづくりセンター 8.9 8.6 7.8 6.6 6.6 

青少年学習センター 7.8 ８.0 ７.５ ２.７ ４.１ 

さがみはら国際交流ラウンジ 2.0 1.9 1.5 0.5 0.5 

あさひ児童館 1.3 1.7 1.0 0.4 1.1 

淵野辺駅南口第 1・第２ 

自転車駐車場 
154.8 154.5 151.9 124.4 133.７ 

・大野北まちづくりセンターの年間利用者数は、届出・処理、証明書交付申請件数の実績によるものです。 

・令和 2 年度以降は、新型コロナウイルス感染症の影響が表れています。 
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 自転車駐車場の概要   (単位：台) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施設利用者用駐車場の概要   (単位：台) 

施  設  名 
駐車可能台数 

一般用 障害者用 公用車用 合 計 

図書館 73 2 5 80 

大野北まちづくりセンター・ 
大野北公民館 

29 2 2 33 

青少年学習センター 29 1 2 32 

さがみはら国際交流ラウンジ 5 0 (5) 5 

鹿沼公園 67 0 0 67 

合計 206 5 9 220 

・図書館の公用車用には、配送車両用の台数を含みます。 

・大野北公民館は、大野北まちづくりセンターと併設です。 

・さがみはら国際交流ラウンジは、一般用・公用車用共用で、民間の敷地を賃借しています。 

 

 

  

施  設  名 
自転車 バイク 

合 計 
定期利用 一時利用 定期利用 一時利用 

淵野辺駅南口第１自転車駐車場 1,623 395 46 29 2,093 

淵野辺駅南口第２自転車駐車場 1,195 445 8 7 1,655 

合計 2,818 840 54 36 3,748 
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１－４ これまでの取組状況 

(１)大野北地域まちづくり提言から市民検討会等の立ち上げまでの経緯 

 

ア 大野北地域まちづくり提言書(平成２０年５月) 

出張所や公民館・図書館などの公共施設について手狭な状況であることや老朽化への対応

が課題として、鹿沼公園も含め淵野辺駅南口周辺の公共施設の在り方について検討すべきと

の提言を大野北地域まちづくり会議からいただきました。 

 

イ 大野北地区まちづくり懇談会(平成２５年度以降の懇談テーマ等) 

平成２５年度 
高齢者の見守り・子育て環境「子どもにも高齢者にもやさしいまちづくりについて」 

・鹿沼公園の整備について 

平成２６年度 地域の交流の場・活動の拠点づくりについて 

平成２７年度 地域の交流の場・活動の拠点づくりについて 

平成２８年度 地域の交流の場・活動の拠点づくりについて 

平成２９年度 淵野辺駅南口周辺のまちづくりと周辺公共施設の再整備について 

平成３０年度 大野北地区のまちづくりと公共施設の再整備について 

 

ウ 施設利用者アンケート(平成２９年５月～１１月) 

淵野辺駅南口周辺の公共施設では、利用する方へのアンケートを実施し、各施設の利用状

況等について、調査を実施しました。【アンケート結果は資料編に記載】 
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エ パブリックコメント(平成２９年１２月～平成３０年１月) 

こうした地域や各施設の運営協議会等からの意見を踏まえ、Ｈ２９基本計画案を公表し、

平成２９年１２月から平成３０年１月までパブリックコメントを実施し、３５２人の方から

９１４件の意見をいただきました。 

＜Ｈ２９基本計画案の概要＞ 

 

(パブリックコメントで寄せられた主な意見) 

 ・今の計画は広く市民の声を聞いたとは思えない。近隣住民と各分野の専門家と一

緒に計画をつくってほしい。 

 ・示されているスケジュールでは性急すぎると感じる。慎重に取り組んでいくとと

もに、今までの検討経過を公開してほしい。 

 ・計画案のように全てを売却する場合や、図書館の位置に複合施設を建設し、駐車

場や駐輪場を公園内に整備し共有する場合など複数の案を用意し、予算や経費の

算出をして提示して市民の理解を得る努力をする必要があると考える。 

 ・「にぎわいゾーン」について詳細が分からず具体的なイメージが湧かないので、魅

力を感じません。居酒屋などができて南口が繁華街になることは望みません。 

 

オ 市民検討会及び有識者協議会の立ち上げ(平成３１年３月) 

パブリックコメントでいただいた意見等を踏まえ、新たに市民検討会及び有識者協議会を

立ち上げ、当初の事業手法以外にも、複数のパターンについて、利用者の利便性向上、財政

負担などの視点から検証し、最も効果的な事業手法の検討を開始しました。【市民検討会等

の開催状況は資料編に記載】 
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(２)市民検討会における検討結果 

ア 市民検討会の位置付け 

市民検討会は、公募の方６名をはじめ、大野北地区の自治会、商店会などの地域の方、図

書館協議会委員、大野北公民館、さがみはら国際交流ラウンジ、あさひ児童館、青少年学習

センターの運営団体の方、大学生などの３０名で構成されています。 

市民検討会には、有識者協議会委員として、公園、生物・植物、図書館、社会教育、建築、

公民連携、まちづくりといった各分野の専門家も加わり、適宜講演や助言をいただきながら、

一緒に検討を進めてきました。 

＜市民検討会の位置付けと行政との関係性＞ 

  

 

イ 前半(平成３１年度～令和３年度)の検討内容 (第１回～第１５回) 

(ア)現状・課題の把握からまちづくりのアイデア出し 

淵野辺の良いところ・気になるところを意見交換し、課題解決や良

くするためのアイデアが出されました。令和元年１２月に開催した第

８回市民検討会では、ブロックを使って、施設の配置や機能の組合せ

を考え、全体で１８の検討案を共有しました。１８の検討案を公共施

設の考え方(複合化するか、分散させるか)と淵野辺駅と鹿沼公園との

位置関係により、４つのグループ(分散、鹿沼公園中心、図書館敷地中心、公民館敷地中心)

に類型化し、第９回及び第１０回市民検討会において、それぞれの特徴となるセールスポイ

ントや課題を整理しました。 

有識者協議会委員からは、「各検討パターンの基本的枠組み、セールスポイント、課題が

整理でき、各検討パターンの特徴がはっきりしてきた。今後は、実行可能性について、財政

面からの検討(整備費用だけでなく、維持管理・運営費用などのライフサイクルコストの試算)

を進めていく必要がある。」といった講評をいただきました。 
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(イ)まちづくりの方向性の決定 

令和３年１０月に開催した第１３回市民検討会では、４つのグループで検討したパターン

のほかに、鹿沼公園中心パターンと図書館敷地中心パターンの折衷案等を加えた６つのパタ

ーンで想定事業費を試算し比較するとともに、同年１１月に開催した第１４回市民検討会で

は、６つの検討パターンについて評価作業を実施しました。 

 

 

 

 

                                                 

 

 

評価について集計した結果、折衷案が最も優先順位が高く、次が鹿沼公園中心パターンと

いう方向性が出されました。 

令和３年１２月に開催した第１５回市民検討会において、施設や機能の配置や組合せにつ

いては、「鹿沼公園と図書館敷地を一体的に利用し、再整備を行う。」という考え方でまと

まりました。 

また、同年１２月末をもって委員の任期が満了することから、次期市民検討会委員へ伝え

たいことを最後に共有しました。 

図書館敷地 
中心パターン 

公民館敷地 
中心パターン 

鹿沼公園 
中心パターン 

現在地維持 
パターン(建替) 

現在地維持 
ﾊﾟﾀｰﾝ(ﾘﾌｧｲﾆﾝｸﾞ) 

鹿沼公園中心パターンと 
図書館敷地中心パターンの折衷案 

※「分散パターン」は、 

「現在地維持パターン」に 

名称を変更しました。 
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有識者協議会委員からは、「淵野辺は交流人口が多く、人を集めることができる公共施設

があり、それらを中心としたまちづくりをすることができる。次期市民検討会では、そうい

った明るい要素を踏まえながら検討を進めて欲しい」といった講評をいただきました。 

 

ウ 後半(令和 4 年度)の検討内容 (第１６回～第２２回) 

令和４年３月に開催した第１６回市民検討会では、新たに委員となった方もいたことから、

これまでの検討経過を振り返るとともに、令和４年度の検討の進め方を確認しました。 

有識者協議会委員からは、「今後、基本計画を取りまとめていく中で、こうでなければな

らないということを出しても、そのとおりに実現するとは限らないところがある。この機能

は入れるべきだと合意できるところはきちんと整理し、それ以外の少数意見は補足意見のよ

うな形で整理をすることにより、実際に民間事業者に委ねる段階で、民間事業者が市民検討

会で出された意見を汲み取って、提案できるような形で整理をしていく必要があるのではな

いか。」といった講評をいただきました。 

令和４年４月に開催した第１７回市民検討会では、

「まちづくりワーキンググループ」、「公園ワーキング

グループ」、「公共施設ワーキンググループ」に分かれ

て、それぞれ具体的な検討を行いました。 

一体的に利用するエリア(鹿沼公園と図書館敷地)の

中で、新たな施設を設置できそうな場所及び難しそうな

場所を検討したところ、淵野辺駅との近さ等の理由か

ら、一体的に利用するエリアの北側に設置できそうとする意見が比較的多く出されました。 

また、淵野辺駅南口周辺、鹿沼公園、新たな施設がどのような場所になって欲しいかのコ

ンセプトについて検討し、「ゆるやかなつながり」というキーワードが出されました。 

有識者協議会委員からは、「「ゆるやかなつながり」というキーワードはとても良い。同

じ空間でなんとなく活動の内容が見えるような距離感。コミュニティや交流というとすごく

強く結びつかなければというイメージだが、この言葉に置き換えられたのはとても良かった。」

といった意見をいただきました。 

令和４年５月に開催した第１８回市民検討会からは、３つのワーキンググループごとに、

オープンハウスの実施に向けて、具体的に検討し、それぞれアイデアをまとめました。【各

ワーキンググループの検討経過については、資料編に記載】 

 

エ オープンハウスの実施(令和４年９月９日、９月１０日) 

上記のとおり、まちづくり、公園、公共施設の３つのワーキンググループに分かれて検討

した内容をパネルにまとめ、２日間にわたり、淵野辺駅南北自由通路、市立図書館、大野北

公民館、青少年学習センター、鹿沼公園、さがみはら国際交流ラウンジにて、パネル展示を

しながら、市民検討会でまとまったアイデアを紹介し、４７９人の方からアンケートの回答

をいただきました。【オープンハウスの結果は資料編に記載】 
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(３)市民検討会等立ち上げ後の地域等における取組 

 大野北地区まちづくり懇談会(令和元年度以降の懇談テーマ等) 

令和元年度 公共施設の再整備と既存施設の老朽化対策について 

令和２年度 

公共施設の再整備と既存施設の老朽化対策について 

 ・淵野辺駅南口周辺公共施設再整備に関する基本的な考え方 

 ・図書館・公民館の望ましい姿とは 

 ・鹿沼公園再整備の考え方 

令和３年度 ※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

令和４年度 公共施設の再整備と淵野辺駅南口周辺のまちづくりについて 

 

(４)本ビジョンへの反映 

淵野辺駅南口周辺のまちづくりについては、これまで地域住民や地域団体の代表者で構成さ

れる大野北地区まちづくり会議や大野北地区まちづくり懇談会の場で、多くの意見をいただい

たほか、市民検討会及び有識者協議会において、様々な議論を積み重ねてきました。また、検討

の節目を捉え、図書館協議会や各施設の運営協議会等において、検討状況を報告するとともに、

オープンハウスやアンケート調査を実施し、多くの意見をいただきました。 

こうした経過を踏まえ、Ｈ２９基本計画案の内容を見直しし、次世代に引き継ぐ淵野辺駅南

口周辺のまちづくりを進めるための新たなビジョンとして、第２章以降の内容に反映しました。 
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第２章 目指すべき将来のまちの姿 

 

淵野辺駅南口周辺の現状と課題、これまでの取組状況(市民検討会やオープンハウスの結果

等)を踏まえ、本ビジョンの実現に向けた「目指すべき将来のまちの姿」を示します。 

 

＜「目指すべき将来のまちの姿」の検討の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－１ 将来像(テーマ) 
 

「図書館と公園」のある“淵野辺”のまちで過ごす人達が、多くの人々が行き交うにぎわいの

中を、健康的に歩いて楽しみ、多様な交流や活動を育みながら、人・活動・居場所がゆるやかに

つながり、ゆとりある居心地の良い、市民が誇れる淵野辺らしい「ちょうどいいまち」を、淵野

辺駅南口周辺のまちづくりが目指していく姿とし、次のとおりまちの将来像(テーマ)を設定し

ます。 

 

将来像(テーマ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ゆるやかにつながる：適度な距離感を保ちながらも、自分以外の人や活動の存在を認識しているという関係性

を表現したものです。誰もが心地良く過ごせる居場所づくりに向けたキーワードとして、市

民検討会の検討結果を反映したものです。 

 

※ ちょうどいいまち：淵野辺駅南口周辺の身近な緑や多様な活動の場、便利さや住みやすさなどを合わせ持つまち

のイメージとして表現したものです。 

 

 

 

 

 

 
市民検討会 

まちづくり 

ワーキング 

グループ 

オープンハウス 

キーワード 

「健康・ 」 

「防災・減災」 

「景観・環境」

「文化・地域づくり」 

「福祉・安全・安心」 

「利便性」 

「 」 

「民間活力」 

「 」

 

 

 

 

人・活動・居場所が 

ゆるやかにつながる 

図書館と公園のある 

ちょうどいいまち 

淵野辺 

コンセプト(３つの視点) 将来像(テーマ) 

淵野辺駅南口周辺が 

目指していくまちづくり 

 

＜キャッチコピー＞ 

まち全体がウォーカブルパーク 

～人・活動・居場所が 

ゆるやかにつながる～ 

「ちょうどイイまち・淵野辺」 

 

＜大切な視点＞ 

●ゆるやかなつながり・ 

     ゆるやかなまちづくり 

●まちなかの交通の安全・安心 

●市民・民間・行政による 

連携を継続

公園のようなまち ～Parkful～ 

⇒文化を継承し、自然を感じる公園のような 

「まち」を目指します

歩いて楽しめるまち ～Walkable～ 

⇒安全・安心で、健康的に歩いて楽しめる 

「まち」を目指します

住みやすいまち ～Livable～ 

⇒やすらぎとにぎわいが共存する、住みやすい 

「まち」を目指します

目指すべき将来のまちの姿 

人・活動・居場所がゆるやかにつながる 図書館と公園のある 

ちょうどいいまち 淵野辺 

※ 

※ 
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２－２ コンセプト 
 

前述の将来像(テーマ)に即した、市民が誇れる淵野辺らしい「ちょうどいいまち」の実現に

向けて、次のとおり３つの視点から構成するまちづくりのコンセプトを設定し、みんなにやさ

しいまちになるよう、一体的かつ段階的なまちづくりに取り組みます。 

 

～３つの視点～ 

 

 

 

地域のシンボルエリアの中心となる、リニュ

ーアル後の鹿沼公園と文化・交流拠点である図

書館をはじめとした新たな複合施設を、次世代

に価値ある空間として継承するとともに、自然

を感じ多くの人が憩う鹿沼公園と、多様な人が

交流・活動する新たな複合施設の相乗効果か

ら、淵野辺駅南口周辺からゆるやかにはじま

る、文化と自然が感じられるまちづくりへと広

げていきます。  

 

 

 

 

※ 

視 点 １ 
公園のようなまち ～Parkful～ 

⇒文化を継承し、自然を感じる公園のような「まち」を目指します 

 

※ Parkful(パークフル)：「公園」を意味する「park」と「いっぱい満ちた」の「ful」を組み合わせたもので、「まちの

公園をもっと身近に、もっと楽しく生活に取り入れる」という意味合いが込められてい

る。(「PARKFUL(パークフル)」は株式会社コトブキの登録商標です。) 

 

 

公園のようなまち 
～Parkful～ 

歩いて楽しめるまち 
～Walkable～ 

住みやすいまち 
～Livable～ 
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鹿沼公園のリニューアルと新たな複合施

設をまちづくりの起点に多様な人々がゆる

やかにつながり合い、暮らしの安全・安心

とやすらぎを感じながら暮らせるまちを目

指すとともに、民間活力などを生かした新

たな価値を創造し、利便性が高くにぎわい

のあるコンパクトなまちを実現すること

で、持続可能で誰もが住みやすい、やすら

ぎとにぎわいが共存するまちづくりへと広

げていきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

回遊性とにぎわいのあるまちなかの空間

形成に向けて、環境負荷の少ない歩行者や自

転車にやさしい環境整備や、歩行者目線で気

軽に立ち寄れる滞在環境の創出など、地域の

シンボルエリア、駅前広場等の身近なパブリ

ック空間及びそれらをつなぐ歩行者空間か

ら、良好な景観形成につながる魅力的な空間

づくりを促進し、安全・安心でいつまでも健

康で楽しく歩きたくなるまちづくりへと広

げていきます。 

 

 

※ Walkable(ウォーカブル)：「歩く」を意味する「walk」と「できる」の「able」を組み合わせた造語。「居心地が 

良く歩きたくなるまちなか」の形成を目指すもの。 

 

※ Ｌｉｖａｂｌｅ(リバブル)：「住み良い」を意味する。「住みやすい都市(街)」を「リバブルシティ」ともいい、SDGs の目 

標 11「住み続けられるまちづくりを」には、リバブルシティの構成要素が包括されている。 

 

 

※ 

※ 

視 点 ２ 
歩いて楽しめるまち ～Walkable～ 

⇒安全・安心で、健康的に歩いて楽しめる「まち」を目指します 

住みやすいまち ～Livable～ 

⇒やすらぎとにぎわいが共存する、住みやすい「まち」を目指します 視 点 ３ 
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第３章 基本方針 

 

本ビジョンでは、鹿沼公園と図書館敷地を一体的に利用した「地域のシンボルエリア」にお

いて、老朽化した公共施設の集約・複合化による再整備や鹿沼公園のリニューアルを行うこと

により、まちの魅力向上を図るとともに、民間活力やストック資産の有効活用(売却・貸付け等)

などにより、改修・更新費用を確保しつつ、公共施設再編を契機とした次世代へ引き継ぐまち

づくりを一体的かつ段階的に進めていくため、次のとおり各基本方針を定めます。 

 

３－１ まちづくりの基本方針 
 

本ビジョンで示す「目指すべき将来のまちの姿」の実現に向けて、まちづくりの基本方針を

定めます。 

(１)ゾーン・エリア 

 前述の将来像(テーマ)及びコンセプトを踏まえつつ、魅力ある地域のシンボルエリアの形成

及びまちの「やすらぎ」と「にぎわい」の共存を目的として、淵野辺駅南口周辺について、次の

とおりゾーン・エリアを設定し、それぞれまちづくりの考え方を示します。 

＜「目指すべき将来のまちの姿」と「まちづくりの基本方針」の概念図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

将来像(テーマ) 
人・活動・居場所がゆるやかにつながる 図書館と公園のある 

ちょうどいいまち淵野辺 

コンセプト 

やすらぎゾーン にぎわいゾーン

まちの 

望ましい機能例 

地域のシンボルエリア 地域のソリューションエリア

跡地活用 
(まちづくりセンター 

・公民館等) 

駅前自転車駐車場 

再整備 

まちづくりの段階 
(第１ステップ～ 

第２ステップ) 
ゾーン・エリア 

駅前にふさわしい土地活用 

地域や官民が連携

したまちづくりの 

継続 

公共施設の再整備(鹿沼公園の 

リニューアル・複合施設の設置)など 

を中心としたまちづくり 

跡地活用による駅前自転車 

駐車場の再整備などの 

課題解決に向けたまちづくり 

まちの魅力向上 

第１ステップ
第２ステップ

「公共・公益」 「教育・文化」 

「防災」 「居住」 等

「公共・公益」 「商業・サービス」 

「防災」 「交通」 等

【参考】 「にぎわいゾーン」の用途地域 

→ 近隣商業地域(300／80)

【参考】 「やすらぎゾーン」の用途地域 

→ 第二種住居地域(200／60)

駅前市有地の有効活用など、 

民間活力の活用等による 

地域の活性化に向けたまちづくり 

歩いて楽しめるまち 

～Walkable～

住みやすいまち 

～Livable～

公園のようなまち 

～Parkful～ 
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ア ゾーン設定とまちづくりの考え方 

淵野辺駅南口周辺について、用途地域が住居系となっているエリアについては良好な住環

境の形成を図る「やすらぎ」のあるゾーンとして、近隣商業地域となっているエリアについ

てはまちの活性化を図る「にぎわい」のあるゾーンとして、公共施設の再整備の取組により

まちの魅力向上を図るほか、駅前にふさわしい地域特性に応じた適切な土地利用が図られ、

地域拠点として「地域や官民が連携したまちづくり」を継続して進めていくことで、「やす

らぎ」と「にぎわい」が共存する次世代のためのまちづくりを目指します。 

 

イ エリア設定とまちづくりの考え方 

(ア)「やすらぎゾーン」の「地域のシンボルエリア」 

  「やすらぎゾーン」の中にある鹿沼公園と図書館敷地については、住居系の用途地域の土

地に立地し、淵野辺駅南口から鹿沼公園にかけてのエリアについて、連続性のある美しいま

ち並みの形成を図るため、鹿沼公園と図書館敷地を一体的に利用したエリアを「地域のシン

ボルエリア」として設定します。 

当該エリアの中に複合施設を設置し、併せて鹿沼公園のリニューアルを行うことで、まち

の魅力が向上し、淵野辺駅北口も含めた淵野辺駅周辺に多くの人が集まり、住みたくなるま

ちへと発展させるためのまちづくりに取り組みます。 

「公共施設の再整備(鹿沼公園のリニューアル・複合施設の設置)などを中心としたまちづ

くり」を本ビジョンの「第１ステップ」として取り組みます。 

 

(イ)「にぎわいゾーン」の「地域のソリューションエリア」 

  「にぎわいゾーン」の中にある大野北まちづくりセンター・大野北公民館及びあさひ児童

館、駅前自転車駐車場(淵野辺駅南口第１・第２自転車駐車場)の用地については、近隣商業

地域に立地し、駅前という立地条件から利便性が高く、様々な行政課題や地域課題に対応で

きる可能性を有するため、「地域のソリューションエリア(地域の課題解決等を図ることが期

待できるエリア)」として設定します。 

淵野辺駅北口周辺とも連携しつつ、民間活力の活用などにより、駅前にふさわしい地域特

性に応じた適切な土地利用が図られることで、まちのにぎわいの創出など、地域の活性化に

向けたまちづくりに取り組みます。 

  「跡地活用による駅前自転車駐車場の再整備などの課題解決に向けたまちづくり」と「駅

前市有地の有効活用など、民間活力等による地域の活性化に向けたまちづくり」を本ビジョ

ンの「第２ステップ」として一体的に取り組みます。 
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(２)まちづくりの取組の方向性等 

 前述のゾーン・エリアの設定等の考え方を踏まえ、次世代のためのまちづくりの取組の方向

性等を示します。 

 

ア “公園のようなまち”を実現するためのまちづくりの取組の方向性 

(ア)鹿沼公園のリニューアルによる魅力向上 

鹿沼公園の魅力を高めるため、複合施設の設置と併せた公園のリニューアルを行い、複合

施設との融合・一体性を高めることで、魅力ある「地域のシンボルエリア」を形成します。 

リニューアルに当たっては、白鳥池や児童交通公園など現在の鹿沼公園が持つ機能などを

生かしつつ、公園利用者のニーズに対応した新たな公園施設や、カフェや売店などの収益施

設の設置も検討するなど、都市公園としての魅力向上を図ります。 

 

(イ)鹿沼公園と図書館敷地を一体的に利用した複合施設の整備 

淵野辺駅南口周辺の公共施設を集約・複合化し、中央図書館機能を備えた市立図書館を中

心とした複合施設として再整備することで、施設の機能向上及び利用者の利便性の向上を図

るとともに、新たな学び・活動や交流(連携)を生むことができる施設を目指します。また、

駅前自転車駐車場の再整備は、駅前での自転車駐車場機能の維持を前提に検討します。 

再整備する複合施設は、「公共施設の保全・利活用基本指針」に基づき、集約・複合化等に

よる総延べ床面積と維持管理コストの削減に向けて取り組みます。 

 

 

 なお、上記(ア)及び(イ)の取組に当たっては、「ＰＰＰ※/ＰＦＩ※手法導入優先的検討方針」

に基づき、多様なＰＰＰ/ＰＦＩ手法の導入について検討し、効率的かつ効果的な整備を進めま

す。 

 

 

上記(ア)及び(イ)を踏まえたまちづくりの取組 

○まちづくりや文化・交流の拠点として、公共施設の再整備(鹿沼公園のリニューアル・複合施

設の設置)を一体的に行い、施設の魅力や機能の向上を図ります。 

○淵野辺駅南口周辺の公共施設を集約・複合化し、中央図書館機能を備えた市立図書館を中

心とした複合施設として再整備を行います。 

○民間活力の導入による公共施設の再整備や管理運営により、財政負担の軽減を図ります。 

 

 

 

 

 

※  ＰＰＰ：Public Private Partnership の略。公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念 

で、民間資本や民間のノウハウを活用し、効率化や公共サービスの向上を目指す手法。 

※  ＰＦＩ：Private Finance Initiative の略。公共施設等の設計、建設(改修)、維持管理・運営等を包括的に 

委ね民間の資金、経営能力、技術的能力を活用し、行政等が直接実施するよりも効率的かつ効果的に 

公共サービスの提供を図るもの。 
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イ “歩いて楽しめるまち”を実現するためのまちづくりの取組の方向性 

(ア)安全・安心で歩きたくなる空間づくり 

  まちなかの安全・安心な交通環境を確保するため、公共施設の再整備後において発生する、

大野北まちづくりセンター・大野北公民館等の跡地を含めた公共用地を活用し、自転車利用

環境の向上等につながる駅前での自転車駐車場機能の維持を前提とした、駅前自転車駐車場

の計画的な再整備を行い、駅利用者の安全性・利便性の向上を図ります。 

また、淵野辺駅南口から鹿沼公園にかけては、歩行者空間やオープンスペース等、居心地

が良く歩きたくなる空間を確保し、歩行者目線で買い物や休憩等がしやすい居場所の創出を

図るとともに、民間事業者等との連携による駅前自転車駐車場の再整備の取組を検討し、そ

の後の駅前市有地の有効活用などにおいても、ウォーカブルなまちづくりに寄与する取組を

検討し、緑豊かな暮らしやすい住環境にもつながる取組として推進します。 

 

(イ)良好な景観形成による魅力的な空間づくり 

淵野辺駅南口から鹿沼公園までにかけては、地域に馴染んだ良好な街路空間として、魅力

的な見通しの良い通りの形成を図ります。 

鹿沼公園のリニューアルと複合施設を設置することにより、多くの人が都市計画道路淵野

辺駅鹿沼線を往来することが予測されるため、公共施設再編後のまちの状況変化も踏まえつ

つ、施設再整備後の現在の図書館敷地の一部や駅前市有地の有効活用などにおいても、まち

並みの連続性等に配慮した景観形成に取り組むなど、誰からも愛されるゆるやかなまとまり

のあるまち並み景観をつくります。 

 

 

上記(ア)及び(イ)を踏まえたまちづくりの取組 

○跡地活用や民間事業者等との連携による駅前自転車駐車場の再整備など、自転車利用環

境の整備による駅利用者の安全性・利便性の向上を図ります。 

○十分な歩道やオープンスペース等の確保、生活サービスや休憩・交流機能等の維持誘導、

魅力的な空間創出のための社会実験など、跡地等を含めたパブリック空間の活用により、

官民連携のまちなかづくりを促進します。 

○淵野辺駅南口から鹿沼公園までにかけて、通りと調和した緑化や景観に配慮した案内板等

を設置するとともに、新たな複合施設が通りの景観のシンボル的役割を果たすよう、良好

な景観形成に取り組みます。 
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ウ “住みやすいまち”を実現するためのまちづくりの取組の方向性 

(ア)地域や官民が連携した参加と協働のまちづくり 

将来にわたり、やすらぎのある住環境が形成され、また、コンパクトでにぎわいのあるま

ちであり続けるために、今後とも市民や行政によるまちづくりの取組を継続し、跡地活用に

よる駅前自転車駐車場の再整備や、その後の駅前市有地の有効活用など、民間の知識やノウ

ハウを活用しながら、地域や官民が連携した参加と協働のまちづくりを進めます。 

淵野辺駅南口から鹿沼公園にかけてのエリアを中心とした周辺地域について、一体感のあ

るまち並みの形成を進めるため、淵野辺地区南口街区まちづくり協定の活用や、地区計画な

どまちづくりのルールの導入を含めて検討します。 

また、住民・事業主・地権者等が主体となったエリアマネジメント※の取組を支援し、例

えば、歩きたくなるパブリック空間を活用したエリアマネジメントによるまちづくりを展開

するなど、淵野辺駅南口だけでなく、淵野辺駅北口とも連携しながら、淵野辺駅周辺の継続

的な活性化を図ります。 

 

(イ)将来に過度な負担を残さないための財政負担の軽減の取組 

公園のリニューアルや複合施設の設置には、大きな財政負担が生じます。その費用につい

ては、現在の市民のみでなく、将来の市民の負担にもなります。 

施設移転後の土地を売却や貸付け等の手法により活用することで、公園のリニューアルや

複合施設としての再整備の実現に向けて取り組みます。また、施設移転後の土地を民間が活

用することにより、固定資産税や都市計画税などの税収を見込むことができるため、これら

の収入も見据えた土地活用を検討するなどの取組により、本事業における費用負担を極力少

なくし、将来にわたる財政負担の軽減を図ります。 

相模原市総合計画で掲げる持続可能な行財政運営の一環として、公共施設マネジメントの

取組として推進し、SDGs の目標１１「住み続けられるまちづくりを」の達成に寄与するも

のとして進めるとともに、第４章でお示しする土地活用の取組の方向性等を踏まえながら、

本取組を進めていきます。 

 

上記(ア)及び(イ)を踏まえたまちづくりの取組 

○にぎわいのある駅前にふさわしい土地活用を図るため、地域や民間のニーズを踏まえ、土

地の有効活用に伴うまちづくりのための条件整備等の検討に取り組みます。 

○行財政構造改革プランで示した本事業に係る見直し効果額以上の財源確保を目標とし、財

政負担の軽減を図るため、あらゆる可能性を検討するなど、最も効果的な財源確保の検討

に取り組みます。 

 

 

 

 

 

※  エリアマネジメント：地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、住民・事業主・地権者等 

による主体的な取組。全国各地で、民間が主体となって、イベントの実施、防犯・美化活動、 

まちの情報発信、道路などの公共空間の活用など、様々な取組が行われている。 
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＜道路空間を活用したエリアマネジメントの例＞ 

道路(丸の内仲通り)を歩行者に開

放し、人々が移動式店舗・オープン

カフェでくつろぐ光景。収益の一部

は、まちづくりに還元される。 

・写真提供：一般社団法人 大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会 

 

＜淵野辺駅南口から鹿沼公園までのゾーン・エリア等の詳細図＞ 
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(３)まちづくりの進め方等 

 公共施設再編を契機とした次世代へ引き継ぐための一体的かつ段階的なまちづくりの進め方

とまちづくりの取組の全体像について、次のとおりイメージ図で整理しました。 

 なお、まちづくりの進め方については、今後の社会情勢等の変化等に対応したまちづくりを

行うため、本ビジョンに基づく取組の進捗状況を確認しながら、必要に応じて修正等を図りま

す。 

 

ア まちづくりの進め方 

 

【第１ステップ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設の再整備(鹿沼公園のリニューアル・複合施設の設置)後、 

第２ステップへ移行 

 

 

 

 

公共施設の再整備(鹿沼公園のリニューアル・複合施設の設置) 

などを中心としたまちづくり 
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【第２ステップ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

跡地活用による駅前自転車駐車場の再整備などの 

課題解決に向けたまちづくり 

駅前市有地の有効活用など、 

民間活力の活用等による地域の活性化に向けたまちづくり 



35 

 

イ まちづくりの取組の全体像(イメージ図) 
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３－２ 鹿沼公園リニューアルの基本方針 

  

鹿沼公園のリニューアルに向けて、基本となる考え方を定めます。 

(１)鹿沼公園リニューアルのコンセプト 

公園のリニューアルは「～集う、動く、遊ぶ、学ぶ、憩う～多彩な活動・多様な人々の結び目

となる公園」をコンセプトとします。 

 

(２)鹿沼公園リニューアルの方針 

ア リニューアルエリア 

公園リニューアルは、複合施設の配置を想定するエリアに限定せず、公園全体にわたるも

のとし、各公園施設の存続、廃止、新設等を第５章の公園施設のリニューアルの方向性の中

で検討します。 

 

イ リニューアルに当たり、求められている機能 

(ア)憩いの空間 

鹿沼公園において特に地域から求められている機能は、憩いの空間です。この機能を構成

する要素は主に樹木や池、築山などであり、こうした機能の持続的維持が必要です。 

 

(イ)広場空間 

公園利用者アンケートや市民検討会での議論において、鹿沼公園に不足する機能は、休憩

できるスペースや多世代が交流できるような広場空間であるため、公園内の他の施設との連

携を図りつつ設置を検討します。 

 

ウ リニューアルの留意点 

リニューアルに当たって留意する点として、静かなエリアから活動的なエリアへの変化な

ど、エリア構成の大きな変化は、周辺住民の生活に直接的に影響を与える場合もあることか

ら、変化の度合いをおさえるよう検討します。 

また、時代や社会情勢の変化に対応したリニューアルだけでなく、懐かしさや思い出を感

じられることで、シビックプライドを高められるような空間づくりを検討します。 

 

エ 主な公園施設のリニューアル 

(ア)公園の樹木 

鹿沼公園の樹木の多くは、植樹から５０年以上が経過していることから、巨木化及び老木

化が進行しています。持続的維持を目的に、公園リニューアルに合わせて、適切な間伐や伐

採の実施により、生育環境を整えるとともに、新たに樹木を植えて樹林全体の更新を図って

いくことを検討します。 
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(イ)児童交通公園 

児童交通公園は鹿沼公園の特徴的な施設であり、遊びを通じて交通ルールを学ぶという機

能の維持は重要であることから、今後も多くの子どもたちが楽しんで利用できるようなリニ

ューアルの内容を検討します。 

 

(ウ)運動施設 

鹿沼公園が整備された昭和４５年当時は、本市の公園整備の初期であり、大規模な総合公

園や運動公園などの都市基幹公園ではなく、地域住民の利用を想定した住区基幹公園を中心

に整備を行っていました。こうした整備状況や当時の余暇の過ごし方、レクリエーション活

動の形態から、住区基幹公園の鹿沼公園にも野球場やテニスコートを配置していました。運

動施設のリニューアルについては、配置の見直しや、市内の他の公園との役割分担なども含

め検討します。 

 

オ 複合施設 

(ア)配置 

複合施設の配置に当たっては、鹿沼公園の魅力向上に資する公園施設として配置します。 

また、園内の他の公園施設とのつながりや、各公園施設の機能が互いに高められることを

重視して、配置場所を検討します。 

 

(イ)複合施設配置に伴うオープンスペースの確保 

鹿沼公園内へ複合施設を配置することにより生じるオープンスペースの減少に対し、現在

の図書館敷地へ既存公園施設の移転や展開を図ることにより、公園内にオープンスペースを

生み出すことを検討します。 

 

カ 公園の防災機能 

公園は存在自体に防災効果がありますが、今後は更なる防災力の向上が求められます。発

災時の緊急避難や緊急利用への対応、発災数日後以降の応急利用への対応など、それぞれの

時点で公園に求められる機能や施設について、地域防災計画との整合を図りながら検討しま

す。 

また、今後の公園には流域治水機能を向上させていく必要があり、雨水の貯留浸透機能対

策とともに、雨水の利用についても検討します。 
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３－３ 公共施設再整備の基本方針  
  

新たに整備する複合施設のコンセプトは、「目的がある人もない人も、誰もが気軽に利用で

きる公園のような施設」とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)複合施設と公園エリアのつながりによる連続性・一体性の確保 

鹿沼公園と図書館敷地を一体的に利用し、その中に、図書館(併設する視聴覚ライブラリーを

含む)、大野北公民館、大野北まちづくりセンター、青少年学習センター、さがみはら国際交流

ラウンジ及びあさひ児童館の６施設を集約した複合施設として再整備を行うことで、公園エリ

アとの一体性を確保しつつ、複合施設における利便性及び機能性の向上を図ります。 

(２)本に囲まれ誰もが気軽に利用できるゾーニングや動線の検討 

公園の緑や図書館の本に囲まれ、施設全体に誰もが気軽に過ごすことができる空間が広がる

中で、使い方に応じた「活動空間」、「にぎわい空間」、「静かな空間」にゾーニングを行い、

動線を検討します。 

 

 

目的がある人もない人も、誰もが気軽に利用できる公園のような施設 

複合化対象施設 
 

● 図書館・視聴覚ライブラリー      ● 青少年学習センター 

● 大野北公民館               ● さがみはら国際交流ラウンジ 

● 大野北まちづくりセンター       ● あさひ児童館 

「コンセプト」 

 (１)複合施設と公園エリアのつながりによる連続性・一体性の確保 

 (３)ゆるやかにつながり、 

新たな学び・活動や交流

(連携)を生み出す拠点の

整備 

 (5)中央図書館として

の機能の充実 

 (２)本に囲まれ      

誰もが気軽に利用できる

ゾーニングや動線の検討 

にぎわい 静か 活動 

 (4)共用部分の集約化等

による十分かつコンパクト

な施設規模 

 (6)スペースの有効活用

による新たなニーズへ

の対応 

 (7)ユニバーサル

デザインや脱炭素

社会の実現を見据

えた施設・設備 
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(３)ゆるやかにつながり、新たな学び・活動や交流(連携)を生み出す拠点の整備 

公園や複合施設内における活動の様子が見え、利用者同士がゆるやかにつながる空間※が広が

る中で、多くの市民が集い、そこから新たな学び・活動や交流(連携)を生むとともに、住民が協

働して施設の運営や地域の活性化に取り組むことができる拠点となる施設を目指します。 

また、複合施設には、図書館、公民館といった社会教育施設が含まれることから、市民の生涯

にわたる学びを支え、誰もが充実した学びの機会を得られるとともに、豊かな市民文化の創造

につなげることができる拠点となる施設を目指します。 

(４)共用部分の集約化等による十分かつコンパクトな施設規模 

複合施設の規模については、図書館は現在と同規模、それ以外の施設については、複合化に

よる諸室や共用部分の集約化により約１０％の縮減を図り、延床面積で７，５００㎡程度を目

安として検討します。 

(５)中央図書館としての機能の充実 

図書館は、本市図書館施策を企画及び統括し、専門的業務を担う中央図書館としての機能充

実を図り、本市の図書館全体のサービス向上等を図ります。 

(６)スペースの有効活用による新たなニーズへの対応 

市民活動スペースについては、稼働率の低い諸室や機能の重複する諸室を整理することによ

り、専門的な機能を持つ諸室や、誰もが気軽に利用できるフリースペース等に転用し、新たな

ニーズに応えられるように検討します。 

(７)ユニバーサルデザインや脱炭素社会の実現を見据えた施設・設備 

障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず利用できるようにするため、施設全体がユニバ

ーサルデザインの考えに基づく空間となるよう配慮します。 

環境面では、景観に配慮するとともに、太陽光発電など再生可能エネルギー利用設備の設置

や省エネルギー設備・機器の導入、ＺＥＢ※化など、脱炭素社会の実現を見据えた取組を検討し

ます。 

また、気候変動の影響が甚大な自然災害として顕在化していることを踏まえ、再生可能エネ

ルギー利用設備等の設置により、自然災害に強い公共施設となるよう検討します。 

さらに、災害時を想定し、公園エリアが持つ災害時の機能を踏まえて、複合施設内の機能の

配置を検討します。 

  
※ 利用者同士がゆるやかにつながる空間：色々な人が集まり、それぞれ思い思いに活動しながらも、お互いの活動 

の様子を自然に感じられる程度の距離感が保たれた空間をイメージした 

もの。 
 

※ ＺＥＢ：Net Zero Energy Building の略。建築構造や設備の省エネルギーの実現や、再生可能エネルギーの 

活用、地域内でのエネルギーの面的(相互)利用などの組合せにより、エネルギー自立度を極力高め、年間 

の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建築物のこと。 
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第４章 土地活用 

 

本ビジョンでは、まちづくりの基本方針で示す「にぎわいゾーン」の「地域のソリューション

エリア」として設定した大野北まちづくりセンター・大野北公民館及びあさひ児童館、駅前自

転車駐車場の用地について、「公共施設の保全・利活用基本指針」等の考え方に基づき、市とし

て積極的な土地活用に向けた取組を検討するため、次のとおり土地活用の取組の方向性等を定

めます。 

４－１ 土地活用の取組の方向性 

(１)駅前自転車駐車場の再整備に向けた活用検討 

公共施設の再整備を進めていく過程において、大野北まちづくりセンター・大野北公民館及

びあさひ児童館の土地については、施設再整備後の跡地として有効活用に向けた検討が可能と

なりますが、今後の検討課題となっている駅前自転車駐車場の老朽化等の対応として、移転又

は現地建替えによる再整備の検討に取り組む必要があることから、当該跡地は、駅前自転車駐

車場の移転又は仮設用地としての土地活用を検討します。 

(２)駅前市有地の有効活用に向けた活用検討 

公共施設の再整備をはじめとしたまちづくりの取組は、施設再整備後の跡地の有効活用を含

め、個々に完結していくものではなく、相互に関係し合うため、時間軸のもとにそれぞれの取

組を検討し、まちづくりへの連携を図りながら、一体性を確保した事業として取組を進めてい

くことが重要です。 

駅前自転車駐車場の再整備後の駅前市有地の有効活用は、行政課題の解決だけでなく、地域

の関心が高い用地として、様々なニーズに寄与していくことが期待されることから、「にぎわ

いゾーン」のエリアにある土地として、売却や貸付け等による活用検討において、地域の様々

なニーズ等も踏まえながら、まちの魅力や価値を伸ばしていくための長期的な視点に立った財

源確保の取組を検討するなど、将来世代も念頭に置いた駅前にふさわしい土地活用を図ります。 

 

 

上記(１)及び(２)を踏まえた土地活用の取組 

○老朽化した駅前自転車駐車場の再整備(移転又は現地建替え)は、駅前での自転車駐車場

機能の維持を前提に検討し、再整備の際は、大野北まちづくりセンター・大野北公民館等の

跡地の活用(移転又は仮設用地)を検討します。 

○駅前自転車駐車場の再整備後の駅前市有地(現駅前自転車駐車場又は大野北まちづくり

センター・大野北公民館、あさひ児童館の跡地等)の有効活用は、地域、民間事業者等の意

見把握に努め、長期的な視点に立った財源確保の取組を検討します。 
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４－２ 跡地活用等の検討の進め方 

 

公共施設の再整備後の跡地活用等について、スムーズに有効活用が行えるよう、早い段階か

ら地域の意見把握に努めるとともに、財政負担を軽減する方法などを含め、事業の実現性を確

保するため、民間事業者等の意見把握に努めていきます。 
なお、まちづくりの基本方針で示す「まちづくりの進め方」で第２ステップとした「跡地活用

による駅前自転車駐車場の再整備などの課題解決に向けたまちづくり」及び「駅前市有地の有

効活用など、民間活力の活用等による地域の活性化に向けたまちづくり」の中で、具体的な取

組として進めるものとし、第１ステップの段階から検討を進めます。 
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第５章 鹿沼公園及び図書館敷地の再整備 

 

第３章の「３－２ 鹿沼公園リニューアルの基本方針」に基づき、鹿沼公園及び図書館敷地

の再整備の方向性を示します。 

なお、詳細な施設配置とはせず、公園や複合施設が持つ機能を基本におおまかな機能区域割

図(ゾーニング図)とします。 

 

５－１ 公園施設のリニューアルの方向性 

(１)方向性の整理 

リニューアルに当たり既存公園施設の方向性を具体的に示します。方向性を定めるに当たっ

ては公園の利用状況等を踏まえ、廃止や新設等を含め整理します。 

また、存続か廃止かの整理とともに、その場所でないと求められる機能が発揮できないか、

移転しても機能が発揮できるかといった整理も行います。 

社会情勢の変化等に伴うニーズの変化を踏まえ、既存施設では求められている機能が発揮で

きず、新たな公園施設の設置が必要であると判断した場合は、新規の公園施設の整備を検討し

ます。 

(２)存続とする公園施設 

存続とする主な公園施設は、主園路、白鳥池や築山を中心とした景観を楽しむ施設、児童交

通公園や遊具広場を中心とした遊戯施設、テニスコートとします。 

ア 主園路 

正面口と南西口を結ぶ園路は国道１６号線側と淵野辺駅側を結び、利用者が多い経路であ

ることから、公園の骨格をなす主園路として位置付けます。 

 

イ 白鳥池と築山 

白鳥池と築山は、鹿沼公園のイメージや雰囲気を構成する大きな要素となっています。池

と築山の一体感に配慮しながら、景観全体を構成する樹木や築山斜面、水面や護岸などの状

況にも目を向け、必要な見直しを行います。 

白鳥池や築山については給排水施設の位置やその大きさから、また樹木については、巨木

化及び老木化した樹木の移植の困難性などから現在地でのリニューアルを基本とします。 

 

ウ 児童交通公園 

児童交通公園の機能をエリアごとに区分すると、交通安全教室エリア、幼児乗車エリア、

交差点走路エリア、外周走路エリア、保存機関車エリアとなります。こうしたそれぞれの機

能を維持していくことに加え、現在の交通状況を反映して、引き続き子どもたちが自らの身

体と道具(カート遊具等)を用いて遊べるエリアとなるようリニューアルを行います。 
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エ 遊具広場 

遊具広場は、一つの公園相当の面積を有することを踏まえ、年代や身体機能に見合い、子

ども達の発達を促すような遊具の配置や、インクルーシブ遊具(障害の有無にかからわず一緒

に遊べる遊具)の設置を検討します。 

また、老朽化した遊具の更新なども検討します。 

 

オ 保存機関車(Ｄ５２) 

保存機関車については、管理上の問題から全国的に公園での保存車両が減少していますが、

鹿沼公園においては良好な状態が保たれています。この状態は、地域団体(相模原Ｄ５２保存

会)の尽力が大きく、今後の維持にあたってもその力が必要です。このため、こうした活動が

行いやすく、さらに広がる場を意識した維持継続を行います。 

 

カ テニスコート 

運動施設のうちテニスコートについては、利用率が９８％とニーズが非常に高いことから、

現在と同規模を確保します。しかし、専用利用が前提となることから、効果的な土地の活用

を図るため、位置については、現在の位置にとどまらず、複合施設屋上案、図書館敷地案な

ど様々な配置について検討します。 

 

※ 遊戯施設の配置について 

児童交通公園、遊具広場、保存機関車の配置については、周辺環境との馴染みや相互利用

の割合が高い施設であるため、主な利用者である子どもや親子連れの動線を配慮します。ま

た、児童交通公園の利用特性を踏まえた公園利用者の安全を確保します。 

 

(３)廃止とする公園施設 

既存施設のうち廃止する施設は、軟式野球場と水生植物池とします。 

ア 軟式野球場 

軟式野球場の利用は休日に偏っていることや、施設管理上、冬季には休止期間が必要であ

ることから、公園に占める面積割合に対し利用のない日数が多くなっているため、公園用地

の更なる有効活用のために、廃止とします。外野部分の芝については、景観や環境の観点か

ら継続して活用し、芝生を生かした広場等の整備を検討します。 
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イ 水生植物池 

水生植物池はスイレンの開花の時期を除き、広場としての利用が多く、機能転換の必要性

が高いことから、廃止とします。エリアとしては、築山に近接していることから、利用者が

歩いて入ることができ、くつろげるような明るい空間とし、周辺施設とのつながりを確保し

ます。 

 

(４)新たに設置を検討する公園施設 

ア 休憩施設 

現在の鹿沼公園に求められている機能の一つとして、休憩できる公園施設が挙げられてい

ます。休憩施設は、ベンチなどの具体的な設備だけではなく、休憩できる空間などの整備を

行います。 

 

イ 広場 

ピクニックやイベントができる多機能な広場も求められており、こうした広場は多世代の

ゆるやかな交流の場としての機能も有し、必要性が高いため、設置することを検討します。 

また、防災の観点や、日差しの強い時期の憩い、雨天時の利用、公園の持つ活動・交流機

能の強化が期待できることから、広場の一部に屋根を設置することを検討します。 

なお、広場周辺にはアクティブ的側面を持つ多世代交流の場として多世代健康スポーツ施

設を設置することを検討します。 

 

 

 

ゾーンニングエリア名
ゾーン
色凡例

施設名
リニューアル
の方向性

リニューアル
の想定内容

白鳥池 存続 護岸部一部更新、水質改善策
築山 存続 全体見直し
公園樹木（新設樹林広場含む） 存続 一部伐採・間伐、植替え更新

━ 水生植物池 廃止
児童交通公園 存続 全面更新、機能・規模維持
遊具広場 存続 遊具更新、規模維持
保存機関車 存続 移動可

多世代健康スポーツゾーン テニスコート 存続 複合施設屋上へ移転または現在地ベース、規模維持
━ 軟式野球場 廃止
駐車場ゾーン 駐車場 存続 図書館跡地に移転、規模拡大

駐輪場 存続 主園路出入口へ移転、箇所増設
外トイレ 存続 移転含め詳細未定

（管理施設） 管理事務所 存続 建替え、移転含め詳細未定
主園路 存続 現行ルート維持
主園路出入口 存続 南⻄口位置は交差点正面から東方向へずらす

公園外 ━ 図書館敷地隣接道路 道路として存続 歩車共存道路など歩行者安全確保策、詳細未定
複合施設ゾーン 複合施設 新規 配置可能エリアの設定、形状・規模は未定

芝生広場 新規 野球場外野芝生の再利用を検討
多目的広場（一部屋根付き） 新規 一部を屋根付きとすることを検討

多世代健康スポーツゾーン 多世代健康スポーツ施設 新規 設置を検討
（園路・広場施設） 外周園路（一部道路兼用工作物） 新規 外周の東側に設置を検討。園内とのなじみに配慮

公園内
新規検討施設

憩いと交流のゾーン

公園内
現行施設

池と緑のゾーン

遊びのゾーン

（便益施設）

主園路

公園リニューアルの方向性 分類表
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５－２ 利用者専用駐車場・駐輪場の方向性 

(１)利用者専用駐車場 

ア 規模 

利用者専用駐車場の規模はＨ２９基本計画案において施設利用者数やアクセス手段などか

ら推計した約１４０台程度を目安として検討します。 

 

イ 位置 

複合施設利用者が多いものと想定されることから、複合施設との距離は大変重要です。ま

た、規模は現在の鹿沼公園駐車場の駐車可能台数である６７台より大幅に増加することから、

既存の公園内に整備した場合、他の公園施設への影響が大きく、ゾーニングが制約されるこ

とや、車の進入・退出路の安全面への懸念、将来的な収容台数変更への対応のしやすさなど

を考慮すると、図書館敷地へ移転することが望ましいと考えます。現時点では、複合施設の

位置が確定していませんが、利用者専用駐車場との位置関係によっては、複合施設に近接し

た場所に障害者等の利用に配慮した駐車場を設置します。 
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(２)利用者専用駐輪場 

利用者専用駐輪場の位置は、現在正面口の１箇所となっていますが、公園内への自転車乗り

入れ禁止の徹底を図る必要があることから、各主園路の出入口付近に整備することを基本とし

ます。 

公園内への自転車の乗り入れ防止対策として、公園の東側外周部に園路を設けることを検討

します。 

 

５－３ 複合施設配置可能エリアと図書館敷地を含めたゾーニングイメージ 

(１)ゾーニングの設定  

ゾーニングは、最終的な施設配置の基礎となるもので、機能の区域割りをあらかじめ決めて

おくことで、各公園施設の利用形態や、利用年齢層、静かなエリア・活動的なエリアなどの特性

の違いなどを勘案した施設配置が可能となります。各ゾーンの名称は、それぞれの機能や特性

から、下表のとおり６つのゾーンに整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 都市公園法
 施設区分

  現況鹿沼公園での施設事例
  ビジョンにおける
  ゾーンの名称

  ビジョンにおける主な施設
   ★＝新規に設置を検討する施設

修景施設 植栽、築山、白鳥池、水生植物池 ⇒ 池と緑のゾーン 植栽、築山、白鳥池、樹林広場

遊戯施設
児童交通公園、ブランコ、
砂場、造形遊具

⇒ 遊びのゾーン 児童交通公園、遊具広場

運動施設 軟式野球場、テニスコート ⇒ 多世代健康スポーツゾーン
テニスコート、
★多世代健康スポーツ施設

休養施設 ベンチ、四阿 ⇒ 憩いと交流のゾーン
★芝生広場
★多目的広場（一部屋根付き）

便益施設 駐車場、便所、駐輪場 ⇒ 駐車場ゾーン 駐車場、駐輪場、便所

教養施設 ━ ⇒ 複合施設ゾーン
★複合施設
（図書館、⻘少年学習センター等）

※ゾーニングに関連する施設
 都市公園法
 施設区分

  現況鹿沼公園での施設事例
  ビジョンにおける
  施設の名称

園路・広場 園路 ⇒ 主園路

各ゾーンの名称 比較表
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(２)各ゾーンのイメージ 

ア 池と緑のゾーン 

白鳥池、築山、樹林地をあわせたエリアを一つのゾーンとします。このゾーンは、鹿沼公

園の特徴を表現するものであり、各ゾーンをつないだり、切れ目となったりする役目もあり

ます。こうした機能を意識し、ゾーニングを行います。 

 

イ 遊びのゾーン 

児童交通公園、遊具広場、保存機関車をあわせたエリアを一つのゾーンとします。これら

３つの公園施設は相互利用が多いことや、低年齢層の利用が多く想定されることから、より

安全の確保が必要であり、ゾーン外からの無秩序な立ち入りがしにくいような整備が必要で

す。 

 

ウ 多世代健康スポーツゾーン 

テニスコート、新たに整備する多世代向けの健康増進等に係る公園施設をあわせたエリア

を一つのゾーンとします。テニスコートは複合施設の屋上に整備する可能性も排除しないこ

とから、後述する複合施設ゾーンと重なる場合もあります。また、テニスコートの配置は、

受付を行う事務所や、利用者専用駐車場との動線に配慮する必要があります。 
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エ 憩いと交流のゾーン 

芝生広場、多目的広場をあわせたエリアを一つのゾーンとします。現在の鹿沼公園には、

憩いやレクリエーション活動、交流、防災といった機能を兼ね備えた広場はありませんが、

今日では、こうした広場の必要性が高まっているため、新たに整備を検討します。 

 

オ 駐車場ゾーン 

利用者専用駐車場を一つのゾーンとします。ゾーニングに当たっては、複合施設等との動

線や距離が重要な要素となります。また、道路付けや、安全に配慮した出入り口の位置等の

外部要因を考慮することも重要です。 

 

カ 複合施設ゾーン 

複合施設を一つのゾーンとします。建物の外部空間には周辺施設と“つながる機能”を有

した中間領域(下図参照)があり、複合施設が公園施設として機能していく上では重要な空間

となることから、その領域を含めたエリアを複合施設ゾーンとします。 

 

中間領域図 

 

(３)複合施設配置可能エリアとゾーニングのイメージ 

これまで整理した、各公園施設のリニューアルの方向性やゾーンの説明に基づき、鹿沼公園

の骨格となる主園路、白鳥池、築山、児童交通公園、遊具広場を配置するとともに、図書館敷地

への駐車場の配置、野球場の芝生を再利用した広場の配置を前提とすると、複合施設配置可能

エリアとゾーニングイメージは、次の３つに集約されます。 

＜各ゾーニングイメージの共通事項＞ 

① 駐車場ゾーンは、図書館跡地に配置を想定します。 

② 主な公園入口は、淵野辺駅側に正面口、国道１６号線側に南西口、南東口を設けるこ 

とを想定します。 

③ 公園の東側外周部に園路を設けることを検討します。また、芝生広場、多目的広場 

(一部屋根付き)、多世代向け健康スポーツ施設の整備を検討します。 

④ 軟式野球場と水生植物池は廃止します。 
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ア ゾーニングイメージ 北西案 

 
 「複合施設ゾーン」を現在の野球場からテニスコートにかけて配置した案です。 

広場に近く、複合施設と広場の相互利用がしやすくなります。反面、駅や駐車場からの距離

が最も遠いため、特に車いすやベビーカーを利用する方などの利便性に課題があります。 

① 主園路とは別に正面口から複合施設へとつながる直線園路を整備し、駅方面からの動線

を確保します。正面口から施設まで、一定の距離があることから桜並木等景観を充実させ、

遊歩道としての機能を持たせます。 

② 複合施設を囲むように野球場の芝を利用した芝生広場、イベント可能な多目的広場を配

置するため、広場の面積の確保に課題があります。 

③ 「遊びのゾーン」及び「池と緑のゾーン」のエリアは現行のゾーンとほぼ同様です。 

④ 「多世代健康スポーツゾーン」のうち、テニスコートの設置は地上のほか、複合施設の

屋上も含めて想定し、現在駐車場がある場所には、新規公園施設である多世代健康スポー

ツ施設を配置します。 

テニスコートを複合施設の屋上に設置する場合には、整備コストやランニングコストの

上昇が考えられること、建物形状によっては現在と同規模の確保が困難になること、打球

音の発生場所が変わることによる周辺住民への影響、受付からの利用動線などの課題が考

えられます。 
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イ ゾーニングイメージ 池北側案 

「複合施設ゾーン」を現在の駐車場から駐輪場にかけて配置した案です。 

「複合施設ゾーン」と図書館跡地が近接していることから駐車場との一体利用がしやすくな

り、建物の分棟化等への対応が可能となりますが、分棟化する場合は、図書館移転後の整備

となり工期やコストに課題があります。 

① 現行の主園路の一部が複合施設配置の支障となるため、白鳥池側へ移動し、複合施設ゾ

ーンの確保を図ります。 

② 「憩いと交流のゾーン」は現在の野球場からテニスコート南側にかけたエリアとするこ

とで、広範なゾーンとすることが可能となります。 

③ 「遊びのゾーン」及び「池と緑のゾーン」のエリアは現行のゾーンとほぼ同様です。 

④ 「多世代健康スポーツゾーン」のうち、テニスコートは複合施設の屋上及び地上部への

配置を想定します。また、新規公園施設である多世代健康スポーツ施設を配置します。 

テニスコートを複合施設の屋上に設置する場合には、整備コストやランニングコストの

上昇が考えられること、建物形状によっては現在と同規模の確保が困難になること、打球

音の発生場所が変わることによる周辺住民への影響、受付からの利用動線などの課題が考

えられます。 
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ウ ゾーニングイメージ 正面案 

 

 「複合施設ゾーン」を現在の児童交通公園事務所周辺に配置した案です。 

複合施設を駅方面からの目標物とすることができる一方で、公園の存在がほぼ見えなくなり、

まちの景観としての良さが損なわれる可能性があります。 

① 「遊びのゾーン」は複合施設ゾーンの配置により現在の面積の確保が困難となります。

遊びのゾーンへの出入口の確保のため、ゾーンの一部が白鳥池側に張り出し、児童交通公

園や保存機関車などの配置を大きく変更する必要があります。 

② 「多世代健康スポーツゾーン」は、現行テニスコート及び駐車場への配置を想定し、テ

ニスコートは現行施設を生かします。 

③ 「憩いと交流のゾーン」は現行野球場からテニスコート南側にかけたエリアとすること

で、広範なゾーンとすることが可能となりますが、複合施設から遠くなり、広場と複合施

設の相互利用の利便性が低くなります。 
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(４)ゾーニングイメージの検証と複合施設配置エリア 

ア ゾーニングイメージの検証 

３つに集約された複合施設の配置可能エリアとゾーニングのイメージについて、「現在の

公共施設との継続性の確保」や「複合施設が備える機能・効果の発揮」など７つの視点から

検証した結果を、次のとおり一覧で整理します。 

 

注０１ 白鳥池北端が主園路及び複合施設に抵触しますが解決可能な範囲です。 

注０２ 児童交通公園と複合施設ゾーンが大きく重なり、「遊びのゾーン」を圧迫します。 

注０３ 複合施設の中間領域が設定しにくいエリアとなっています。 

注０４ 公共交通機関、駐車場から複合施設へのアプローチが長くなり利便性が劣るほか、

複合施設利用者のための公園出入口や駐輪場等が新たに必要です。 

また、テニスコートが地上部と複合施設屋上に分かれた場合、使い勝手が良いと 

北西案 池北側案 正面案

1
現行公共施設の継続性が確保できるか？
　⇒仮設の有無、駐車場の確保など

〇 〇 〇

2
複合施設が備える機能・効果が発揮できるか？
　⇒防災性向上、環境維持・改善、子育て・教育
　コミュニティー形成

〇 〇 〇

3
主要公園施設の阻害要因となっていないか？
　⇒骨格的施設、動かせない施設への影響度合い

〇 〇 △

4

複合施設周辺では中間領域の機能が発揮できるか？
　⇒児童交通公園や複合施設など、各公園施設の利用者の目
線での使い方、
　施設管理者用途での使い方

〇 〇 △

5
各ゾーンの機能の調和が取れているか？
　⇒動的・静的空間、利用者数や利用者層
　歩行者動線とのつながり

△ △ △

6
公園外の周辺環境との関連性は合理的か？
　⇒道路付け、駐車場入り口やアプローチ路、
　公共交通機関からの動線、自転車対策

△ 〇 △

7
景観的要素への配慮はできているか？
　⇒規模感のある施設の見せ方（周辺との調和）、
　見え方（圧迫感の有無）、ランドマーク機能、眺望

△ 〇 △

検証内容

注01

注03

注02

注04 注06

注07

注09 注10

ゾーニングイメージ３案の検証表

注05

注08



53 

 

は言えません。 

注０５ テニスコートが地上部と複合施設屋上に分かれた場合、使い勝手が良いとは言え

ません。 

注０６ 複合施設、児童交通公園、主園路、テニスコートと利用者の集中する時間帯を持

つ施設の利用動線が正面口に集まり、混雑する可能性が高まります。 

注０７ 新たな公園出入口の設置のため、車道との安全対策や外周園路の設置が必要とな

るほか、利用者専用駐車場からの距離が遠くなります。 

注０８ 複合施設出入口が、道路付けとの関係から正面に設けられず、回り込むルートと

なり、正面位置という利便性が生かし切れません。 

注０９ 公園隣接マンションに近い位置への配置となり、圧迫感を与えやすいことから建

物形状や高さなどの見え方に注意が必要です。 

注１０ 複合施設が駅方面からの目標物となりますが、立ちふさがるような状況となり、

従来の緑や公園の存在感を損なう要因となります。 

 

イ 複合施設配置エリア 

複合施設の具体的な内容は現在検討中ですが、各ゾーニングイメージの特徴や検証結果、

オープンハウスにおける市民等の意見などから、「池北側案」を基本として、民間事業者の

意見等を参考に、最終的な複合施設の配置エリアを検討していくこととします。 
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第６章 複合施設の整備 

 

 第３章の公共施設再整備の基本方針に基づき、次のとおり複合施設の全体方針や実現すべき

機能等について、方向性を定めます。 

６－１ 複合施設の全体方針  

(１)複合施設内のゾーニング設定と諸室配置の基本的な考え方 

公共施設再整備の基本方針で掲げたコンセプトである「目的がある人もない人も、誰もが気

軽に利用できる公園のような施設」の実現に向け、市民活動スペースについては、誰もが気兼

ねなく利用できるよう、使い方に応じた「にぎわい空間」、「活動空間」、「静かな空間」にゾ

ーニングを行うとともに、図書館の蔵書エリアとして諸室付近に関連した本を置くなど、施設

全体を、創造と発見につながるような、読書や学びのスペースとして検討します。 

＜市民活動スペースのゾーニングの考え方＞ 

にぎわい空間 

予約不要で会話をしたり軽食をとったり、勉強したりすることができる

フリースペースや、子どもも楽しく過ごせる場など、にぎわいが広がるよ

うな空間を検討します。 

活動空間 

会議室やスタジオ、多目的ホール、アトリエ等、目的がある人が使用す

るスペースを集め、お互いの活動を可視化することで交流のきっかけが生

まれるような空間を検討します。 

静かな空間 
静かに読書や勉強をする、プライバシーに配慮して相談を受けられると

いった、利用目的に対応した空間を検討します。 

諸室については、複数の公共施設の機能を集約・複合化することから、複合施設としてのメ

リットを最大限に生かすとともに、柔軟な利用ができる多目的なスペースとなるよう検討しま

す。 

次の図は、複合施設内で近くにあった方が良い諸室や機能の組合せについて、市民検討会で

検討したエリアマップです。 
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(２)市民活動スペースの機能 

ア にぎわい空間 

フリースペース 

予約不要でゆっくり過ごせるロビーや閲覧席等があり、打合せをす

る、お茶を飲みながら会話を楽しむ、一人の時間を過ごすなど、市民が

気軽に利用できるスペースとして検討します。 

子どものための

スペース 

子どもが伸び伸びと遊べる多目的室や寝転がりながら本を読めるス

ペースなど、子どもの居場所や、子どものための活動スペースとして検

討します。 

また、学齢期前の子どものために、親子の遊びのスペースや保育室の

整備を検討します。 

イ 活動空間 

会議室等 

会議・集会、講座、展示、学習、ボランティア活動等のほか、軽運動

等の活動にも対応できるスペースとして、さらに、利用人数に応じてス

ペースを仕切れることで広狭のニーズに対応したスペースとして検討

します。 

コミュニティ室は、地域活動団体の活動や、大野北地区における災害

対策拠点として専用で利用できるスペースとして検討します。 

和室は、茶道・生け花等のほか、談話、会議などに利用できるスペー

スとして検討します。 

アトリエ 
絵画や工作ができるテーブルや工具を備え、様々な創作活動や関連す

る講座、発表などに利用できるスペースとして検討します。 

料理実習室 
各種調理器具や調理台を備え、料理実習としての利用だけでなく、地

域イベントや団体事業等にも活用できるスペースとして検討します。 

スタジオ 

(音楽・ダンス

等) 

防音設備や鏡を備え、楽器演奏(バンド等)、コーラス、演劇、ダンス

等の練習、音の出るイベントや、映像の作成等に利用できるスペースと

して検討します。 

多目的ホール 

音楽、演劇、映画会、ワークショップ、講演会、フォーラム等、多目

的に利用できるスペースとして検討します。また、市民が気軽に発表で

きる(自主的な活動を行える。)というコンセプトの下、照明や音響設備

については基礎的なものとします。 

ウ 静かな空間 

静寂読書室 静寂な環境で集中して読書ができるスペースとして検討します。 

ワーキングスペ

ース・学習室 
仕事や勉強ができるスペースとして検討します。 

相談室 
プライバシーに配慮し、安心して相談をすることができるスペースと

して検討します。 
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エ その他 

複数の異なる機能を集約・複合化することから、市民活動スペース全体に関する考え方とし

て、次の機能について検討します。 

① 掲示板等の掲示物は、デジタルサイネージ等の活用により、館内の様々な情報を一元的

に集約し、魅力的な情報発信を検討します。 

② 障害のある方や小さな子どもと来館された方の利用に配慮し、点字ブロックや対面朗読

室、授乳室等の設置を検討します。 

③ 館内のサインは、ユニバーサルデザインの考え方や多言語表記、ピクトグラムなど、誰

にでも分かりやすい表示方法を検討します。 

④ Ｗｉ－Ｆｉなど、利用者が館内でインターネットに接続できる環境の整備を検討します。 

⑤ 施設の出入口には、ＢＤＳ(ブックディテクションシステム) ※の配置を検討します。 

⑥ 災害時を想定し、現地対策班や風水害時避難場所、外国人の相談拠点として使用するこ

とを踏まえた機能の配置を検討します。 

⑦ カフェ等の民間活力導入が可能なスペースの設置についても検討します。 

 

(３)バックヤード機能    

複数の公共施設の機能を集約・複合化することから、職員間の連携等がしやすく、より効率

的かつ効果的な行政サービスが提供できるようにするとともに、施設や事業の運営にも市民が

積極的に関わっていくことができるよう、事務室や倉庫などの配置や必要なスペースの確保等

を検討します。 

  

  

※ ＢＤＳ：貸出処理がされていない図書資料を持ったまま通過すると、図書資料に付けられたＩＣタグや磁気テープ 

が反応し、警告音が鳴るセキュリティシステム。 
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６－２ 整備の方向性と実現すべき機能 

  

複数の公共施設の機能を集約・複合化することから、機能の重複及び設置目的から見た課題

を踏まえ、複合施設としてのメリットが最大限生かされるよう、整備の方向性と実現すべき機

能を定めます。 

(１)図書館機能 

図書館は、図書館法(昭和２５年法律第１１８号)第２条第１項で、「図書、記録その他必要な

資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシ

ョン等に資することを目的とする施設」と定義されています。 

本市では、昭和２４年に最初の図書館を開館して以降、その整備充実を進め、市立図書館を

はじめとした図書館と、公民館図書室等が一体となった図書館ネットワークを構築し、身近な

情報拠点として、地域に根差したサービスの充実を図ってきました。 

令和２年３月には、「第２次相模原市図書館基本計画」を策定し、「人とまちの未来を育む図

書館」を基本理念に、４つの基本目標を定め、目標達成に向けた取組を進めています。 

また、基本目標における施策の一つとして、市立図書館において、本市図書館施策を総合的

に企画及び統括し、専門的業務を担う中央図書館機能の確立・充実に向けた検討を重ねていま

す。 

＜中央図書館機能を備えた図書館ネットワーク＞ 

 
 

ア 中央図書館機能の確立・充実 

図書館ネットワークの中心となり、全市的なサービスの企画・推進や専門的なサービスの

提供、他の図書館及び公民館図書室等への支援、専門的人材の確保・育成などを担う、中央

図書館機能の確立・充実を図ります。 

また、施設の再整備に併せ、資料保管の統括及び専門的サービスを行うために必要な資料

収容スペースや、図書館資料配送の拠点など、中央図書館として必要な施設面に関わる機能

の検討を進めます。 
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イ 地域の情報拠点としてのサービスの充実 

地域における学習や情報収集の身近な拠点として、読書や学習、調査等に適した静穏環境

の確保や、障害のある方、高齢者、子育て世代、外国人市民等への配慮など、誰もが利用し

やすく、快適に学び、居心地良く過ごせる環境の整備を進めます。 

市民が直接利用する開架スペースは、手に取りやすい図書館資料の配置や、展示スペース

等を通じ図書館資料の見せ方の工夫を図るなど、多様な知識や文化との出会いにつながり、

学びや楽しみが深まるような空間となるよう整備を進めます。 

また、地域特性を生かした特色ある図書館として、図書館以外の施設機能や鹿沼公園、地

域団体や博物館等近隣の機関、図書館等のボランティアなど、地域の様々な活動主体との連

携を図りながら、地域の課題解決支援につながる取組を推進します。あわせて、本市の文化

や歴史に関する資料や地域の刊行物、行政資料などの地域資料を積極的に収集するとともに、

中央図書館機能として地域資料の保存を統括し、地域の文化の活用及び継承を図ります。 

 

ウ 視聴覚ライブラリーとの一体化の推進 

図書館に併設する視聴覚ライブラリーは、学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振

興を図るための施設として、視聴覚教材や機材の収集保管及び利用の促進、主催事業の実施、

専門的な施設・設備の提供等を行っています。視聴覚教材や機材は一定の利用がある一方で、

施設・設備については、時代の変化や利用者ニーズに対応しきれないなどの課題が生じてき

ており、より効果的かつ効率的な運営を図るため、図書館機能との一体化を推進します。視

聴覚教材や機材の提供といったニーズのある機能は、図書館の資料提供機能として適切に維

持するとともに、専門的な諸室・設備については、複合施設全体として必要な施設機能の確

保を図るなど、時代の変化に対応した役割や機能についての検討を進めます。 

 

エ 学びの場としての目指す姿 

図書館を、複合施設全体をつなぐ機能として捉え、図書館資料と図書館以外の施設の機能

が連携し、新たな学びや創造が生まれるような、効果的な図書館資料の配置を図ります。そ

れにより、図書館が提供する様々な主題の資料や情報を介して、市民の自主的な地域活動や

市民協働・国際交流事業の推進を図るとともに、知的好奇心の喚起(気づき)を誘発できる、

総合的な生涯学習活動の拠点を目指します。 

また、市民の学びや生活にとって、情報通信技術が欠かせないものとなっていることを踏

まえ、図書館のサービスや情報環境の基盤となる情報通信技術のより積極的な活用を図り、

図書館サービスの更なる利便性の向上や、様々な情報源にアクセスすることができる環境の

整備に向けた検討を進めるとともに、将来的な社会情勢や市民ニーズの変化に的確、かつ、

フレキシブルに対応できる図書館を目指します。 
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(２)公民館機能 

公民館は、社会教育法(昭和２４年法律第２０７号)第２０条で、「市町村その他一定区域内

の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住

民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する

ことを目的とする」と定義されており、主に生活に即する教育、学術及び文化に関する事業の

実施や、貸室サービスを提供し、団体・サークル活動その他の公共的利用の場として利用され

ています。 

本市には、３２の公民館があり、各公民館では、館長、館長代理その他職員による職員体制が

敷かれ、地域住民から構成された専門部が主体となって様々な事業の企画、運営を行い、また、

団体・サークルが自主的な学習活動等を行うことで交流や連携を深め、より充実した生活とよ

り豊かな地域を作り出すことを目指しています。 

大野北公民館は駅に至近である良好な立地環境から、市内で最も諸室の稼働率が高い公民館

です。公民館が地域住民の様々な活動や学び合いの拠点となっている重要性に鑑み、複合化に

伴い、他施設の機能と連携することで、利用者間交流の更なる充実や地域コミュニティの一層

の活性化が図られるよう検討することが必要です。 

これまでの利用状況を踏まえるとともに、時代の変遷とともに変化する利用者のニーズに対

応できるよう、今後の公民館に期待される役割や機能についての検討を進めます。 

 

(３)まちづくりセンター機能 

まちづくりセンターは、従前の出張所が行っていた届出の受付や各種証明書の交付を行う窓

口サービス機能に加えて、地域活動団体を支援し、地域課題の解決や魅力ある地域づくりを区

民と協働で進めるまちづくり支援機能を持つ組織として、平成２２年の政令指定都市移行に併

せて設置しました。 

大野北まちづくりセンターは、市内のまちづくりセンターで最も窓口取扱件数が多く、窓口

の混雑が常態化していることから、利用者数に応じた窓口スペースの充実を図ります。 

また、地域のまちづくりを支援していく上で、地域活動団体の活動拠点として、まちづくり

会議や地区自治会長会議等だけでなく、多様化する地域活動に柔軟に対応できるスペースの確

保を図ります。 

 

(４)青少年学習センター機能 

青少年学習センターは、昭和４５年に、神奈川県立相模原青少年会館として設置され、平成

１１年４月に、神奈川県から相模原市に移譲され、新たに「相模原市立青少年学習センター」

として、今日に至っています。 
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青少年の交流と活動の場を提供するとともに、青少年団体の研修、交流、青少年団体指導者

の育成及び青少年の出会いとコミュニケーションを目的とした各種の自主事業を実施するな

ど、青少年の健全な育成を図ります。 

複合施設としては、自分で操作するなど創意工夫することができる舞台装置など、引き続き、

現在の青少年学習センターの特徴的な機能を生かした施設整備と運営方法を検討し、青少年と

一般利用者との交流の更なる充実等、一層の青少年健全育成を推進します。 

 

(５)国際交流ラウンジ機能 

さがみはら国際交流ラウンジは、外国人市民と共に生きる住み良い環境づくりを進めるため

に、外国人市民への支援・多言語での情報提供のほか、国際交流などの事業をボランティアと

の協働により行っています。 

複合化に伴い、他施設の機能と連携することで、現在の国際交流ラウンジが持つ「外国人支

援」「多言語での情報提供」「国際交流」に係る機能をより充実させるほか、国際交流ラウンジ

の認知度を上げ、これまで以上に多くの幅広い市民が国際交流ラウンジ事業に参画できるよう

整備を進めます。 

 

(６)児童館機能 

相模原市立児童館条例(昭和３９年相模原市条例第５２号)に基づき、児童に健全な遊びを与

えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として設置しています。 

あさひ児童館は、集会の場、青少年育成の場、また地域の発展となる文化の殿堂として旭町

自治会の協力の下、昭和３９年４月に開設しました。現在の建物は、平成２５年度に建て替え、

平成２６年２月に竣工しました。 

全市的な配置バランスを踏まえ、児童館としての機能は、継続します。現在、児童館は市が管

理しており、運営については、自治会やＰＴＡ、子ども会等の青少年関係者、青少年関係団体の

代表で構成した運営委員会に委託しています。 

共働き家庭の増加等を背景に、放課後等における子どもの安全な居場所の確保とともに、施

設が提供するサービスの質の確保・向上を図るための施設環境の改善や職員体制の充実が求め

られています。 

複合化に伴い、幅広い世代の利用促進や世代間交流など、児童の健全育成につながる効果が

期待されることから、他施設の機能との連携を図ります。 
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第７章 想定事業費及び事業手法 

 

７－１ 複合施設及び公園整備の想定事業費  
 

現在個別に設置している公共施設を複合施設として再整備を行うことは、施設の機能向上及

び利用者の利便性の向上につながるだけでなく、従来の個別施設の面積の合計よりも小さくな

ることから、施設の更新費や更新後の修繕費のほか、経常的な経費(光熱水費、清掃等の委託費

等)の削減が見込まれます。 

今後、民間活力導入可能性調査の結果等を踏まえ、複合施設の整備位置を絞り込んだ上で、

より具体的な事業内容を基にしたコスト評価を行い、本事業の妥当性等を判断します(大規模事

業評価)。 

 

７－２ 民間活力の導入検討 

 

「相模原市ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入優先的検討方針」において、効率的かつ効果的な公共施設

等の整備等を進めるとともに、新たな事業機会の創出や民間投資の喚起による地域経済の活性

化を実現するため、公共施設等の整備等に民間の経営資源、技術及びノウハウを活用した多様

なＰＰＰ/ＰＦＩ手法の導入検討を行うこととしています。 

本事業の実施についても、従来型の個別発注方式や、市の直営による施設運営でなく、ＰＰ

Ｐ/ＰＦＩ手法などによる民間活力の導入について、本ビジョンの策定後に実施する民間活力導

入可能性調査で検討します。 

・公共施設の設置及び駅前市有地の活用方法について、詳細な調査評価を実施します。 

・公園内の収益施設の設置及び駅前市有地の活用方法について、民間企業のニーズを捉える

とともに、民間のノウハウを生かしたアイデアを集めます。 

・整備後の複合施設、自動車駐車場、公園内運動施設及び公園自体の維持管理・運営につい

ては、一部の業務を除き、指定管理者制度、ＤＢＯ※方式、ＰＦＩ方式などの民間事業者に

よる実施について検討します。 

 

  
※ＤＢＯ：Ｄｅｓｉｇｎ Ｂｕｉｌｄ Ｏｐｅｒａｔｅの略。民間事業者に公共施設等の設計・建設の一括発注と、維持管理・運営等

の一括発注を包括して発注する方式 
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第８章 今後のスケジュール等 

 

８－１ 今後のスケジュール  
 

現時点で想定されるスケジュールは次のとおりですが、施設整備や管理運営の手法、事業者

の選定状況によって変更となる可能性があります。 

 

令和４年度  まちづくりビジョン策定 

令和５年度  民間活力導入可能性調査、大規模事業評価 

令和６年度～ まちづくりプラン策定、アドバイザリー業務委託 

令和８年度～ 設計・工事 

令和１１年度 竣工、解体 

 

公共施設再編を契機とした淵野辺駅南口周辺地域のまちを次世代へ引き継ぐための一体的か

つ段階的な取組は、施設整備等のハード面の取組だけではなく、様々な観点からのまちづくり

と連携しながら、地域との協働などソフト面の取組に留意して進めることが重要です。 

 

本ビジョンが示す「地域や官民が連携したまちづくり」を進めていくため、これまでの市民

検討会の検討結果やパブリックコメント等で出されたアイデア、意見等を参考にするとともに、

本事業に関する情報を様々な機会を捉え積極的に発信し、市民や民間事業者等と対話の機会を

つくりながら本取組を進めていきます。 
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８－２ 今後整理・検討すべき事項  

(１)事業全体に関わる事項(PPP/PFI の実施に向けた調整事項) 

民間活力導入可能性調査による効果を検証し、効率的かつ効果的な整備手法を検討します。 

 

(２)まちづくりに関する事項 

ア 自転車駐車場再整備手法等 

淵野辺駅南口の駅前自転車駐車場(淵野辺駅南口第１・第２自転車駐車場)は、市域の中で

も自転車需要が高い地域にあり、利便性の高い駅前の好立地に配置しているため、優良な立

地条件を備えた駅前市有施設といえます。 

他自治体では、自転車駐車場の再整備や管理運営について、民間事業者が提供の可能性が

あるサービスとして積極的に民間活力を導入し、駅利用者の利便性向上や合理的な高度利用

等による駅前のにぎわいづくりなど、官民連携によるまちづくりの取組を進めている先進事

例もあります。 

今後、駅前自転車駐車場の再整備の検討に当たっては、民間事業者による施設の管理運営

等により、民間収益の公共への還元なども期待できることから、財政負担の軽減を図るため

の検討を含め、再整備手法等を検討します。 

なお、現在の淵野辺駅南口第１自転車駐車場については、都市計画において定められた都

市計画施設であることから、再整備の内容(建替え場所や施設の機能等)によっては、都市計

画の変更又は廃止等の手続を要する場合があることに留意する必要があります。 

 

イ 駅前市有地の活用方針等 

本ビジョンで示した跡地活用による駅前自転車駐車場の再整備や、その後の駅前市有地の

有効活用など、市有財産の活用に当たっては、市民共有の財産であるという基本的な考えの

下、全市的な観点に基づき最適な活用方法を選択していくことが重要であることから、それ

ぞれのまちづくりの取組の段階に応じた活用方針等を明らかにし、事業手法等を含めて検討

します。 

 

(3)鹿沼公園及び公共施設に関する事項 

ア 管理運営方針 

鹿沼公園や複合施設の管理運営について、効率的かつ効果的な運営方法を検討します。ま

た、施設や事業の運営に市民が積極的に関わっていくことができる仕組みを検討します。 

 

イ 開館時間、利用料金 

複合施設における各施設の開館時間及び休館日などについて、複合施設全体で一体的な運

営を図れるよう検討します。 
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ウ 諸室の在り方 

複合施設における諸室の在り方について、現状施設の稼働状況等を踏まえた整理を行い、

機能及び利便性の向上を図るとともに、諸室の共有化など、必要な諸室の数や規模について

検討します。 

また、会議室等の利用については、利用者のニーズに沿った利用が可能となるよう、運用

方法等を検討します。その際、会議室等の予約は、誰もが等しく行えるとともに、自主事業

や優先利用等にも配慮し、公共施設にふさわしい利用を図ることを可能とする運用を目指し

ます。 

 

エ 駐車場の規模・適正利用(有料化の検討) 

鹿沼公園自動車駐車場について、駐車場の適正利用の推進を図るため、駐車場の有料化に

向けて検討します。また、有料化による適正利用や利用者の増加を勘案し、駐車場の規模に

ついて検討します。 

 

オ 複合施設への移転の方法 

施設整備完了後の移転について、業務のスムーズな移行に向け、移転の時期や効率的な引

っ越し方法を検討します。 
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資料編 

【参考１】…施設利用者アンケート(平成２９年５月～１１月)の結果概要 

 
(１)各施設の利用目的 

＜図書館＞                                  (単位：％) 

読書 学業・勉強 
図書の 

借用返却 

催し物等 

への参加 
資料相談 

視聴覚 

機材借用 
その他 

15.5 5.8 71.3 0.7 0.2 1.9 4.5 

＜大野北公民館＞        

催し物等 

への参加 

地域活動 

団体活動 
施設見学 趣味・遊び その他 

11.1 32.0 0.8 52.2 4.0 

＜青少年学習センター＞   

催し物等 

への参加 

地域活動 

団体活動 
施設見学 趣味・遊び その他 

7.2 47.1 0.2 38.9 6.5 

＜さがみはら国際交流ラウンジ＞              

催し物等 

への参加 
団体活動 

会議への出

席 

各種 

情報収集 

外国人 

支援活動 
施設見学 その他 

5.3 38.9 6.2 2.7 7.1 35.4 4.4 

＜あさひ児童館＞       

催し物等 

への参加 

地域活動 

団体活動 
施設見学 趣味・遊び その他 

8.2 26.0 0.0 61.6 4.1 

・「地域活動・団体活動」には、児童館を利用している旭町自治会の回答を含む。 

・大野北まちづくりセンターは、行政手続などの窓口利用が主目的であることから利用目的調査は実施せず。 

 

(２)各施設の滞在時間                            (単位：％) 

 15分以内 
15分～ 

30分 

30分～ 

1時間 

1時間～ 

2時間 

2時間～ 

3時間 

3時間～ 

5時間 

5時間 

以上 

図書館 28.7 42.0 17.6 6.2 2.7 2.2 0.7 

大野北公民館 0.4 2.4 2.0 24.9 45.5 18.2 6.7 

青少年学習センター 0.0 0.3 4.4 41.7 32.0 19.0 2.6 

さがみはら国際交流ラウンジ 2.0 5.1 6.1 48.0 22.4 7.1 9.2 

あさひ児童館 5.6 6.4 23.2 48.0 13.6 3.2 0.0 

・大野北まちづくりセンターは、主な利用目的が行政手続などの窓口利用であることから滞在時間調査は実施せず。 

 

(３)各施設への来館方法                         (単位：％) 

交通機関 全体 
施設別 

図書館 公民館 まちセン 学習セン ラウンジ 児童館 

徒歩 23.2 22.8 17.0 38.8 11.1 14.9 53.4 

自転車 27.1 32.5 31.2 19.6 20.3 22.8 36.3 

バイク(原付含む) 1.6 1.7 2.0 1.3 1.4 3.5 0.0 

自動車 31.9 36.8 30.4 32.6 36.4 26.3 7.5 

公共交通 16.0 6.2 19.4 7.6 30.6 32.5 1.4 

その他 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.4 
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【参考２】…市民検討会等の開催状況 

名称 日付 内容 

第１回 

有識者協議会 

H31.3.2 ・今後の進め方について 

第１回 

市民検討会 

H31.3.2 ・これまでの取り組みや今後の進め方等について 

・グループワーク(あなたの淵野辺のお気に入りポイン

トをおしえてください) 

第２回 

市民検討会 

H31.3.30 ・まち歩き(淵野辺駅周辺のまちなみ、公共施設、鹿沼

公園を見学) 

・グループワーク(まち歩きで気づいた、良かった点・

気になった点) 

第２回 

有識者協議会 

R1.6.1 ・市民検討会の今後の運営方法等に関するアンケート結

果について 

・次世代に引き継ぐ淵野辺駅南口周辺のまちづくりにお

ける運営・検討支援業務委託の企画提案等について 

第３回 

市民検討会 

R1.6.1 ・各施設の運営(実施事業や施設の利用状況など)につい

て 

・グループワーク(各施設の良かった点、気になった点

について) 

第３回 

有識者協議会 

R1.6.12 ・次世代に引き継ぐ淵野辺駅南口周辺のまちづくりにお

ける運営・検討支援業務委託の事業者選考について(選

考のため非公開） 

第４回 

市民検討会 

R1.7.2 ・有識者協議会の山本副会長の講演「次世代に引き継ぐ

淵野辺駅南口周辺のまちづくり」 

・市の現状(将来人口推計や財政、公共施設マネジメン

トの必要性)について 

・グループワーク(ＷＧごとに、良いところ(残すべきと

ころ)と気になるところ(改善すべきところ) ) 

第５回 

市民検討会 

R1.8.31 ・グループワーク(ＷＧごとに、課題・解決のアイデア

について) 

第４回 

有識者協議会 

R1.10.7 ・市民検討会委員アンケートの結果報告及び今後の進め

方について 

・市民検討会委員アンケートの公表について 

第６回 

市民検討会 

R1.10.7 ・市民検討会委員アンケートの結果報告及び今後の進め

方について 

・オープンハウスについて 
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オープンハウ

ス 

R1.10.14

～10.15 

・淵野辺駅南北自由通路・市立図書館・鹿沼公園・大野

北公民館・大野北まちづくりセンター・青少年学習セン

ターにて開催 

・これまでのまちづくりに関する取り組みや、市民検討

会での活動内容、市が今後直面する人口減少や財政難の

状況についてパネルを用いた説明及びまちづくり、公共

施設、鹿沼公園に関するアンケートを実施 

・計約３００人が参加 

市民アンケー

ト(インター

ネット調査) 

R1.10.26

～11.4 

・淵野辺駅南口周辺の現状や地域課題、まちづくり、公

共施設、鹿沼公園等に関する調査 

・インターネット調査 回答数４５２票 

・モニター調査 回答数４２６票 市民アンケー

ト(モニター

調査) 

R1.10.28

～11.4 

第７回 

市民検討会 

R1.11.9 ・市民検討会委員アンケートのまとめ 

・これまでの市民検討会で出された課題の整理 

・オープンハウス開催概要とアンケート結果 

・今後の市民検討会の目標とスケジュール 

・公共施設の検討条件と基本計画(案)検討パターンの概

要 

・次回以降のグループワークの進め方について 

第８回 

市民検討会 

R1.12.21 ・有識者協議会の押田委員の講演「公園からみるまちづ

くり」 

・グループワーク(ブロックを使った、公園と施設の機

能の組合せや施設の配置パターンの検討) 

第９回 

市民検討会 

R2.1.25 ・有識者協議会の野口委員の講演「これからの社会の”

文化的”施設のあり方～建築の形式がつくりだす活動に

ついて～」 

・グループワーク(第８回市民検討会で出された案の更

なる検討) 

振返り説明会 R2.12.1 ・新型コロナウイルス感染症の影響により市民検討会を

延期していたため、市民検討会の再開に向けて、振り返

り説明会を実施 

第１０回 

市民検討会 

(書面開催) 

R3.1.29 

～3.10 

・第８回、第９回市民検討会のグループワークで出た案

の更なる検討 
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市民アンケー

ト(インター

ネット調査) 

R3.3.12 

～3.21 

・各検討パターンのセールスポイント、課題、共感度を

調査 

・インターネット調査 回答数７６０票 

・モニター調査 回答数４２６票 市民アンケー

ト(モニター

調査) 

R3.3.17 

～3.18 

第１１回 

市民検討会 

(ＷＥＢ会議) 

R3.6.26 ・第１０回市民検討会の概要について 

・市民アンケートの調査結果について 

・相模原市行財政構造改革プランについて 

・今後の進め方に関する意見聴取について 

第１２回 

市民検討会 

(ＷＥＢ会議) 

R3.9.19 ・今後の進め方に関する意見聴取結果について 

・令和３年１２月末までの進め方について 

・第１３回以降の検討内容について 

第１３回 

市民検討会 

R3.10.24 ・これまでの検討状況等について 

・各検討パターンの想定事業費について 

・グループワーク(ＷＧごとに、パターンを絞り込むた

めの「評価の視点」について) 

第１４回 

市民検討会 

R3.11.20 ・評価の視点及び評価シートの集計結果について 

・グループワーク(検討パターンの優先順位付けについて) 

第１５回 

市民検討会 

R3.12.12 ・グループワーク(今期市民検討会のまとめについて・

次期市民検討会委員へ伝えたいこと) 

第１６回 

市民検討会 

R4.3.27 ・これまでの検討経過の振り返り 

・令和４年度の進め方について 

第１７回 

市民検討会 

R4.4.24 ＷＧごとにグループワークを実施 

【まちづくりＷＧ】 

・淵野辺駅周辺がどのような場所になってほしいかのコ

ンセプトについて 

【公園ＷＧ・公共施設ＷＧの混成】前半 

・新たに整備する施設を設置できそうなエリアと難しそ

うなエリアについて 

【公園ＷＧ】後半 

・鹿沼公園がどのような場所になって欲しいかのコンセ

プトについて 

【公共施設ＷＧ】後半 

・新たに整備する施設がどのような場所になって欲しい

かのコンセプトについて 
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第１８回 

市民検討会 

R4.5.29 ＷＧごとにグループワークを実施 

【まちづくりＷＧ】 

・まちなかの動線について「デザインマップ」を作成 

【公園ＷＧ】 

・鹿沼公園の「弱み」や「強み」を分析しヒートマップ

を作成 

【公共施設ＷＧ】 

・新たな施設でどのような活動をしたい(してもらいた

い)か、そのためにはどのような場所やサービスが必要

か 

第１９回 

市民検討会 

R4.6.26 ＷＧごとにグループワークを実施 

【まちづくりＷＧ】 

・前回の市民検討会で出た「検討が必要な場所」を中心

に、「どうしていきたいか」、「どうやって取り組むか」

等について 

【公園ＷＧ】 

・ゾーニング(機能ごとに分けた区域割)を考える(主な

施設の方針を分類・新たに取り入れたい機能や設置した

い施設・平面図に配置) 

【公共施設ＷＧ】 

・新たな施設で求める機能(活動・サービス)の組合せや

機能の配置について 

第２０回 

市民検討会 

R4.7.31 ＷＧごとにグループワークを実施 

【まちづくりＷＧ】 

・これまで出た意見やアイデアを振り返って、取り組み

たいこと 

・まとめのイメージを共有 

【公園ＷＧ】 

・ゾーニング(機能ごとに分けた区域割)を考える(中間

領域の使い方・ゾーニングの配置における検証ポイン

ト・４つの複合施設プランごとのゾーニング) 

【公共施設ＷＧ】 

・求める機能(活動・サービス)の組合せや配置を検討

し、エリアマップを作成 

・作成したエリアマップに魅力ポイントを追加 

第２１回 

市民検討会 

R4.8.21 ・オープンハウスパネル案について 
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第２２回 

市民検討会 

R4.8.28 ・オープンハウスパネル案の最終確認 

・新たな計画策定に向けた取組について(イメージ) 

オープンハウ

ス 

R4.9.9 

～9.10 

・淵野辺駅南北自由通路・市立図書館・大野北公民館

(１０日を除く)・青少年学習センター・鹿沼公園・さが

みはら国際交流ラウンジにて開催 

・市民検討会で考えたアイデアについてパネルを用いた

説明やアンケートを実施 

・計４７９人の方がアンケート調査に参加 

第２３回 

市民検討会 

R4.9.25 ・オープンハウス実施結果の報告について 

・基本計画(案)修正の方向性(たたき台)について 

第５回 

有識者協議会 

(ＷＥＢ会議) 

R4.11.11 ・基本計画修正素案について 

第２４回 

市民検討会 

R4.11.20 ・基本計画修正素案について 

オープンハウ

ス型説明会 

R5.2.11 ・パネルや概要版を使用し、ビジョン(案)について説明 

・ビジョン(案)を公表し、広く市民の皆様からの意見を

聴取するため、パブリックコメントの実施に併せて開催 

※２月１０日に予定していたオープンハウス型説明会

は、降雪のため中止 

 

・オープンハウス型説明会 来場者計３９９人 

・市民説明会 参加者計３３人 

市民説明会 R5.2.10 

～2.11 

第２５回 

市民検討会 

R5.3.21 ・オープンハウス型説明会及び市民説明会の開催結果に

ついて 

・パブリックコメントの実施結果について 

・市民検討会を振り返って 

・有識者協議会委員による講評 
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【参考３】…市民検討会まちづくりワーキンググループ検討内容(キーワード等まとめ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【参考４～５】参照 

  

「文化・地域づくり」 「福祉・安全・安心」 「利便性」 

「健康・レクリエーション」 「防災・減災」 「景観・環境」 

＊地元小学生などの作品展示をする(歩きたくなる道を演出) 

＊北口と南口の様々なつながり方が必要(交流による地域づくりなど) 

＊買物困難者(高齢者等)は線路を越えるのが大変、一定規模の店舗は必要 

＊駅前が暗く安全性確保のため、通路の脇にフットライトを設置 

＊公園外周に自転車が通れる道があれば、園内・周辺道路の安全確保 

 が可能(歩行者と自転車の動線の分離) 

＊朝夕の交通混雑の緩和(自転車路面標示や信号機時間調整等)や公園 

 周辺道路の交通誘導又は交通規制(一方通行等)の検討 

＊自転車駐車場の建替え場所(現在地又は移転)及び市有地の活用検討 

＊自転車駐車場利用者へのアンケート調査の実施 

＊施設再編と合わせたロータリーの必要最小限のレイアウト検討(憩い 

 の場の創出や魅力ある案内板の設置等) 

＊施設再編後のまちの動向を踏まえた将来のロータリーの再整備検討 など 

 

＊公園内の外周に歩行者等も通れるジョギングコースなどが欲しい 

＊公共施設に人が集まりやすい 

＊施設の老朽化対策は、災害に強いまちをつくるために必要 

＊イベントや災害時に利用できる広場が必要 

＊緑や空の広さを残す、風景の価値を高める 

＊公園への視認性・アクセス性確保のため、図書館敷地(駐車場部分) 

 の使い方(何も建てないなど)を要検討 

＊公園の魅力が伝わる、行きたいと思うような案内板の設置 

＊楽しみながら公園まで行けるよう、歩道に案内表示を設置 

＊歩きたくなる道(ウォーカブルなまち) など 

 

＜キャッチコピー＞ 

まち全体が 

ウォーカブルパーク!! 

～人・活動・居場所が 

ゆるやかにつながる～ 

「ちょうどイイまち・淵野辺」 

＜大切な視点＞ 

●ゆるやかなつながり・ 

ゆるやかなまちづくり 

●まちなかの交通の安全・安心 

●市民・民間・行政による 

連携を継続 

＜コンセプト＞ 

●緑と文化のシンボル、地域の居場所 

である、公園と図書館のあるまち 

●健康的に歩いて楽しめる、 

安全・安心な交通環境が整ったまち                                             

●跡地活用により地域の課題解決を 

図り、魅力と価値を活かして伸ばす 

まち 

～キーワード～ 

上記の検討内容から、「まちをより良くしていくための具体的なアイデア」を一覧

でまとめました。また、「検討に当たってのポイント」をイメージ図でまとめました。 

「交流・活動・楽しめる」 「民間活力」 「既存ストック利活用」 

＊「多世代交流」→「コミュニケーション」→「ゆるやかなつながり」 

＊新たな施設への人流を増やし、にぎわいをつくる 

＊オープンスペースにキッチンカー出店など交流やにぎわい空間の創出 

＊楽しみながらお金を落としてくれるようなまちに見合った店舗 

＊次世代の様々なニーズのために市有地(自転車駐車場、まちセン・公民館 

跡地)を残す(売却せずに定借など貸付で) 

＊跡地はトライアル、実証実験でまずは利活用(市民や民間主体の使い方) 

＊必要な施設整備を行うための財源が必要 

＊まちセン・公民館跡地の活用方法の可能性検討(例：何も建てない使い方、 

自転車駐車場建替え時の仮設又は本設用地、財源を生み出す使い方等) 

                    など 

淵野辺駅南口周辺が 

目指していくまちづくり 
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【参考４】…市民検討会まちづくりワーキンググループ検討内容(具体的なアイデアまとめ) 

 

一体的かつ段階的なまちづくりに向けて、 

市民検討会で提案されたまちをより良くしていくための具体的なアイデア 

●北口・南口との連

携 

【淵野辺駅・鹿沼公園などでの交流】 

◆淵野辺駅での地元の商店会、大学などのイベント開催の充実 

◆公園でのこどもや大学生などのイベント開催の充実 

◆空いているスペースにキッチンカーなどを出店(交流・賑わい空間の創

出) 

●南口駅前広場の

交通・環境空間の改

善 

【駅前広場の歩行空間の改善】 

◆夜間歩行者の安全性確保のため、フットライトを設置 

◆駅前に憩いの場をつくり、公園・図書館の魅力を伝える案内板・案内表

示を設置 

◆安全性確保のため、歩行者・自転車が交錯しない交通動線を確保 

【将来的な駅前広場の再整備】 

◆駅南口から公園までの移動のしやすさ、交通の安全性確保のため、ロー

タリーを再整備(位置の検討、エリア拡張、ぺディストリアンデッキ等の

整備など) 

●自転車駐車場の

老朽化対策 

【調査等の実施】 

◆自転車駐車場の建替え場所など利用者アンケートなどの調査を実施 

◆老朽化対策に充てるため、利用料金の値上げなど 

【自転車駐車場の建替え場所・機能】 

◆自転車駐車場を現地で建替え 

◆自転車駐車場を移転して建替え(まちセン・公民館跡地を活用) 

◆建替えに伴う収容台数を増設 

●駅前市有地の有

効活用 

【まちセン・公民館跡地の活用】 

◆民間事業者から活用アイデアや稼ぐ方法を募集 

◆自転車駐車場の現地建替え時の仮設駐車場として活用 

◆自転車駐車場の移転建替え場所として活用 

◆イベントや災害時に使えるよう、当面は何も建てない使い方(芝生広場

など) 

◆売却はせずに民間事業者へ定期借地などで貸付け 

【自転車駐車場用地の活用】 

◆自転車駐車場が移転した場合の商業の誘致 

●図書館敷地(一

部)の有効活用 

【図書館敷地(一部)の活用】 

◆空いているスペースにキッチンカーなどを出店(交流・賑わい空間の創

出)【再掲】 

◆公園の既存正面出入口を大切にする工夫として、敷地の一部に既存正面

出入口までの通路を整備 

◆敷地の一部に自転車駐車場を整備 

●景観の保全・歩

行空間の活用 
【景観の保全】 ※駅南口から公園までの区間 

◆公園が遠くからも見えるよう、図書館敷地(主に駐車場部分)に建物をつ

くらない工夫を 

【歩きたくなる空間づくり】 ※駅南口から公園までの区間 

◆道路沿いに学生などの作品を展示 

◆キャラクター(例：さがみん、フクちゃんなど)を活用し、道路沿いに案

内板や歩道上に案内表示を設置 
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●駅南口周辺道路

の交通環境の改善 

【駅南口までのアクセス道路(２路線)を含む周辺道路】 

◆混雑緩和のため交差点信号機の時間調整 

◆自転車の流れを良くするため、路面上に自転車表示 

◆混雑緩和のための交通の誘導看板を設置 

【駅南口から鹿沼公園までの区間】 

◆混雑解消、路上駐車対策として、交通規制(一方通行)をかける 

【現自転車駐車場の機能の分散】 

◆自転車駐車場の移転建替えによる周辺道路の混雑解消 

●公園を活用した

交通の安全性・利

便性等の向上(公園

外周園路の整備・

出入口の設置) 

 

 

【調査等の実施】 

◆公園外周園路の整備や出入口の設置の必要性を検討するため、利用者ア

ンケートなどの調査を実施 

【公園外周園路の整備】 

◆歩行者と自転車が交錯しない公園内の外周園路の整備 

◆健康づくりのためのジョギングコース(外周園路と兼用)を設置 

【公園出入口の設置】 

◆駅南口から公園までの移動のしやすさを考えた正面出入口の設置 

◆駅南口利用者の通行の安全性を考えた通り抜けに使える出入口の設置 

 

【参考５】…市民検討会まちづくりワーキンググループ検討内容(検討に当たってのポイント【イ

メージ図】まとめ) 
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 まちづくりワーキンググループでの検討内容をまとめたパネル(オープンハウスで使用) 
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【参考６】…市民検討会公園ワーキンググループ検討内容(具体的なアイデアまとめ) 

鹿沼公の強み・弱

み 

●強み 

〇交通公園及び遊具広場 

 交通安全の教育の場、子どもの健全育成の場、Ｄ５２機関車がある 

〇白鳥池及び築山 

 修景が良い、身近な自然と触れ合える場 

●弱み(不足しているもの) 

子供、家族、学生が利用できる広場、休憩場所、歳をとっても利用しやすい

場所、障害の有無に関係なく皆で楽しめる場所、雨でも利用できる全天候の

活動の場所、高齢者が使える健康遊具、ジョギングﾞができるコース、人が

集えるカフェスペース、周辺の交通安全、小さい子供がいても食事できるス

ペース 

委員の“推し”施設 

・中高生向けのスポーツ広場 ・スポーツ広場、運動できる場所 

・人が集う場所 ・屋根のあるバリアフリースペース 

・健康、体操 ・外周ウォーキング ・交通公園、交通安全教育の場 

・芝生広場 ・多世代交流機能 ・弓道場 

中間領域※の使い

方 

 

※公園(屋外)と施

設(屋内)を結ぶ領

域 

・大きなガラス張りの壁面で施設の中が見えるようにしたい 

・屋内から景色が見える ・オープンテラス(高い屋根、イス) 

・ガラス張り ・児童遊具広場(あさひ児童館とのつながり) 

・白鳥池とつなぐ空間 ・カフェ ・雨や風を凌げる場所 ・待機場所  

・外でイベントペース ・池(景色)等を見てリラックスする 

ゾーニングの検討 

〇ゾーニングの共通事項 

・白鳥池は、移動しない 

・児童交通公園、遊具広場は、ほぼ現状の位置に配置 

・自転車の侵入が多い１６号側の公園入口は、現在の位置から東方向に移

動 

・野球場は多目的化又は廃止し、休養施設ゾーンとして活用。廃止の場合

は外周に植栽を配置 

・水生植物池は廃止 

〇各ゾーニングに対する主な意見 

・案として、施設屋上のテニスコート案はあっても良い。 

・テニスとバスケを一緒にできるコートにするなど、多目的化を図っても

良い。 

・テニスコートの場所を特定しない表現の方が良い。 

・池北側案で、広場ゾーンを複合施設付近まで広げると、中間領域として

有効に活用できる。 

その他 

・テニス協会、ソフトテニス協会会員が約９，１００人と非常に多くの方

が利用されている。このことから、テニスコートは４面全てを是非残して

ほしい。 

・野球場の廃止について、「他公園との役割分担なども含め考えます」と

書いており、横山公園の野球場も老朽化が進んでおり、使い勝手が悪くな

っている部分も一部ある。廃止するにあたっては、役割分担というところ

で既存施設の修繕、改修、設備充実を図ってもらいたい。 

・公園内に利用者が憩えるカフェの設置を検討してもらいたい。 

・池のほとりで遊べるような形状にリニューアルをしてもらいたい。 

・白鳥池の水質改善をしてもらいたい。 

・若い世代の利用が増え、楽しめるような施設が欲しい。 

・公園内にカフェを設置してほしい。 
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 公園ワーキンググループでの検討内容をまとめたパネル(オープンハウスで使用)  
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【参考７】…市民検討会公共施設ワーキンググループ検討内容(具体的なアイデアまとめ) 

※まちづくりワーキンググループ、公園ワーキンググループにおける複合施設に対する意見も含む。 

現状施設の

課題 

◆施設全体では貸室の数があるものの、利用率が高い部屋と低い部屋がある 

◆時代のニーズに合わせた変更が必要 

◆少人数の団体は、大きな部屋を借りると室料が高い 

◆施設の駐輪場や駐車場の不正利用 

◆公民館は音楽ができるスペースがあれば良い 

◆図書館のスペースが少ない 

◆市民利用が固定化している部分があり、柔軟性が不足 

◆書類発行待ちの利用者が気持ちよく過ごせる場所が必要 

施設の位置 

◆公園の北側の方が、在学者、在勤者も利用しやすい施設となる 

◆駅から歩いてきた人の目に留まるようなシンボル的(アイストップ)な建物 

◆図書館敷地と公園駐車場のところに施設を二つに分けて設置して、その間を 

デッキや地下通路でつなぐ 

◆複数の建物を、動線をつなぎながら並べていき、真ん中にカフェ等を設置する 

と、利用者がくつろげるのではないか 

施 設 の コ ン

セプト 

◆どの世代でも居心地の良い場所 

◆ハードルの低い(フラッと入れる)図書館 

◆中高生、小学生が遊びに行く場所の 1つに 

◆みんなが、多世代の交流ができる場所 

◆目的があってもなくても同じように利用できる 

◆何かあった時に頼りになる施設 

◆屋根のある室内の公園のようなエリア 

◆子どもから大人まで交流できるスペース 

◆気軽に集えることが大切なのであって賑やかである必要はないのでは 

施設の運営

方法 

◆公民館・青少年学習センター等の連携 

◆地域の方の施設として、地域みんなで大切にしていく。人を育てていく意識 

◆みんなが楽しめる「ロビーパフォーマンス」に。 

◆子育て世代が、子育てへの苦労を分かち合い、乳幼児教育や子育てについて 

相談できる場 

◆児童館は図書館の中に入れたらより効率的 

◆各国の子どもが各国の遊びを楽しめるイベント 

◆会議室の空き状況のオンライン管理など、ＩＣＴ技術を利用した利便性向上や 

省力化 

◆調理室をシェアキッチンやこども食堂に活用 

施設の諸室

やフリースペ

ース 

◆各施設の会議室等を集約することで効果的に使える 

◆ロビーの多目的化 

◆親子で話しながら本が読める読書席 

◆音を出して作業可能なスペース 

◆各諸室とフリースペース、ロビーの間をホワイエで繋げる 

◆誰もが気軽に集えるゆっくり過ごせるフリースペース 

◆晴れの日は公園との一体的なイベントが開催できるロビー 

◆「開放的なロビー」ではなく「人が集まるロビー」に 

◆靴を脱いで入るエリアやハンモックのエリアなどくつろげるスペースを 

◆使用目的が自由な有料ワーキングスペースの導入 

◆防音室や音楽ホールの新設や拡張 



78 

 

 

 

 

 公共施設ワーキンググループでの検討内容をまとめたパネル(オープンハウスで使用) 

  

その他 

◆みんながペットと一緒に利用できる施設 

◆地震から風水害までいざというときの防災拠点 

◆高齢者の負担がなく移動しやすい施設 

◆利用していない人の意見も 

◆すぐに「何ですか？」と聞かれない 

◆カフェなど今はない機能を新たに設置し、気持ちよく過ごせるようにしたい 

◆青少年学習センターが移転したとしても、そこの地域の子どもたちのための 

居場所が必要 

◆図書館内の古い設備は自動化に向けて検討 
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【参考８】…令和４年９月に実施したオープンハウスの結果概要 

(１)開催日時・場所 

令和４年９月９日(金)、１０日(土) 

場所 ９日(金) １０日(土) 

淵野辺駅南北自由通路 

１５：００～２０：００ 

１０：００～１５：００ 
図書館(中央区鹿沼台) 

大野北公民館 － 

青少年学習センター 
１０：００～１５：００ 

鹿沼公園 １０：００～１５：００ 

※ さがみはら国際交流ラウンジにおいても実施 

 

(２)主な結果 

ア まちづくりワーキンググループでの検討内容をまとめたパネルに対する意見 

最も重視したいまちづくりの取組について聞いたところ、大野北まちづくりセンター・大

野北公民館跡地の活用に係る取組を重視する方が一番多く、次いで、鹿沼公園内の外周園路

の整備や新たな出入口の設置について、駅の北口と南口との連携についての順となりました。 

 

イ 公園ワーキンググループでの検討内容をまとめたパネルに対する意見 

複合施設の位置を３か所想定し、それぞれのパターンに係る公園機能のゾーニングについ

て聞いたところ、現在の鹿沼公園の駐車場から図書館敷地にかけて複合施設を設置する、「池

北側案」を支持する人が一番多い結果となりました。 

 

ウ 公共施設ワーキンググループでの検討内容をまとめたパネルに対する意見 

複合施設に求めている機能や空間について聞いたところ、「誰もが気軽に過ごせる」を支

持する人が一番多く、次いで、「落ち着いて静かに過ごせる」、「子どもが本にふれながら楽

しく過ごせる」の順となりました。 
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【参考９】…パブリックコメント(令和５年２月～３月)の実施結果 

(１)意見募集の概要 

 ・募集期間  令和５年２月１日(水)～令和５年３月２日(木) 

 ・募集方法  直接持参、郵送、ファクス、電子メール 

 ・周知方法  市ホームページ、広報さがみはら、窓口等への配架 

  ※ 資料の配架場所 

都市計画課、公園課、生涯学習課、各行政資料コーナー、各まちづく

りセンター(城山・橋本・中央６地区・大野南まちづくりセンターを除

く)、各出張所、各公民館(沢井公民館を除く)、各図書館、市立公文書

館、青少年学習センター、あさひ児童館、さがみはら国際交流ラウン

ジ、鹿沼公園管理事務所 

(２)結果 

ア 意見の提出状況 

  意見数：５２人(１９５件) 

イ 意見に対する本市の考え方の区分 

  ア：計画案等に意見を反映するもの 

イ：意見の趣旨を踏まえて取組を推進するもの 

ウ：今後の参考とするもの 

エ：その他(今回の意見募集の趣旨・範囲と異なる意見など) 

ウ 件数と本市の考え方の区分 

 

  

ア イ ウ エ
① 市民参加・市民周知について 10 0 7 3 0
② 公共施設の整備・運営に係る民間活力の導入について 5 0 1 4 0
③ 財政負担軽減について 12 1 1 10 0
④ まちづくりの将来像（テーマ）・コンセプトについて 11 2 0 9 0
⑤ 鹿沼公園全体・公園内ゾーニングについて 16 1 6 9 0
⑥ 鹿沼公園（修景施設）について 7 0 4 3 0
⑦ 鹿沼公園（遊戯施設）について 14 0 5 9 0
⑧ 鹿沼公園（運動施設）について 4 0 0 4 0
⑨ 鹿沼公園（休養施設）について 2 0 2 0 0
⑩ 鹿沼公園（便益施設）について 6 0 5 1 0
⑪ 鹿沼公園（園路・広場）について 16 0 5 11 0
⑫ 鹿沼公園（防災・防犯）について 7 0 4 3 0
⑬ 複合施設について 50 2 35 13 0
⑭ 図書館について 7 1 6 0 0
⑮ 駅前自転車駐車場について 3 0 1 2 0
⑯ 駅前市有地（施設跡地を含む）の活用について 6 0 2 4 0
⑰ 周辺の交通環境について 4 0 1 3 0
⑱ その他 15 4 4 6 1

195 11 89 94 1

項　目 件数
市の考え方の区分

合　計
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